
第
一
章　

高
圧
的
経
済
政
策
の
展
開
（『
筑
波
大
経
済
学
論
集
』
第
三
二
号
）

第
二
章　

ア
メ
リ
カ
産
業
の
空
洞
化
（
同
、
第
三
四
号
、
第
三
五
号
）

第
三
章　

内
需
主
導
型
経
済
発
展
の
限
界
（
同
、
第
三
七
号
）

第
四
章　

経
済
政
策
の
転
換
―
蓄
積
構
造
の
変
化
―

　

第
一
節　

財
政
政
策
―
Ｏ
Ｂ
Ｒ
Ａ
政
策
の
展
開
―
（
本
誌　

第
三
集
）

　

第
二
節　

財
政
動
向
の
実
態
（
同
、
第
四
集
）

　

第
三
節　

高
圧
的
対
外
経
済
政
策
の
強
行

　
　

１　

概
観

　
　

２　

後
期
レ
ー
ガ
ン
政
権
の
対
外
経
済
政
策
と　

条
３０１

　
　
　
　

「
新
通
商
政
策
」
宣
言
と　

条
（
同
、
第
五
集
）

３０１

　
　
　
　
　

条
の
運
用
と
日
米
Ｍ
Ｏ
Ｓ
Ｓ
協
議

３０１

　
　

３　

ブ
ッ
シ
ュ
政
権
の
対
外
経
済
政
策
（
同
、
第
六
集
）

　
　

４　

ク
リ
ン
ト
ン
政
権
の
対
外
経
済
政
策

　
　
　
　
　

条
―
二
国
間
通
商
交
渉

３０１

　
　
　
　

日
米
「
包
括
経
済
協
議
」

　
　
　
　

Ｎ
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
・
Ｗ
Ｔ
Ｏ

　
　
　
　

輸
入
制
限
政
策
（
以
上
本
号
）

　
　
　
　

ド
ル
安
誘
導
政
策

　
　
　
　

産
業
政
策
・
他

第
五
章　

九
〇
年
代
ア
メ
リ
カ
の
経
済
構
造

　
　
　
　
　
　

―
外
需
依
存
型
経
済
発
展
の
限
度
―

　
　

（
補
）
ア
メ
リ
カ
産
業
の
動
向

結　

び　

ポ
ス
ト
・
ア
メ
リ
カ
資
本
主
義
時
代
へ
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ア
メ
リ
カ
の
高
圧
的
対
外
経
済
政
策
の
展
開
（
そ
の
３
）

―　
現
代
ア
メ
リ
カ
の
経
済
政
策
と
産
業
空
洞
化
（
Ⅸ
）
―

小
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４　

ク
リ
ン
ト
ン
政
権
の
対
外
経
済
政
策

　

前
述
の
よ
う
に
一
九
八
五
年
央
の
純
債
務
国
化
を
契
機
に
し
て
、
ア
メ
リ

カ
の
経
済
政
策
が
激
変
し
、
従
来
の
財
政
ス
ペ
ン
デ
ィ
ン
グ
―
内
需
拡
大
型

か
ら
外
需
拡
大
志
向
型
政
策
重
点
へ
シ
フ
ト
し
た
。

　

一
九
九
三
年
一
月
に
発
足
し
た
ク
リ
ン
ト
ン
民
主
党
政
権
も
、
後
期
レ
ー

ガ
ン
及
び
ブ
ッ
シ
ュ
共
和
党
政
権
の
外
需
拡
大
志
向
型
政
策
路
線
を
引
継
だ

上
に
、
さ
ら
に
そ
れ
を
一
層
徹
底
し
、
か
つ
多
角
・
体
系
的
に
追
求
し
た
。

　

ク
リ
ン
ト
ン
大
統
領
は
、
九
三
年
一
月
一
八
日
の
出
身
大
学
ジ
ョ
ー
ジ
・

タ
ウ
ン
大
学
で
の
外
交
基
本
政
策
演
説
と
同
一
月
二
〇
日
の
大
統
領
就
任
演

説
で
、「
ア
メ
リ
カ
は
フ
ァ
シ
ズ
ム
や
共
産
主
義
に
打
ち
勝
っ
た
」（Inau

    

‐

 
gural

 
Speech  

of  President  C
linton

                            
      

）
と
東
西
冷
戦
の
歴
史
的
終
焉
と
ソ
連

の
軍
事
的
脅
威
の
消
滅
を
宣
言
し
た
。
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
「
ア
メ
リ
カ
再
生

の
新
た
な
季
節
が
始
ま
っ
た
」（ibid

    

）、「
ア
メ
リ
カ
経
済
再
生
の
た
め
に
」、

む
し
ろ
「
我
々
は
国
家
の
経
済
安
全
保
障
こ
そ
を
、
外
交
政
策
の
中
心
的
目

標
に
す
る
」（
外
交
政
策
演
説
）。
つ
ま
り
従
来
の
政
治
・
軍
事
的
国
家
安
全

保
障
以
上
に
ア
メ
リ
カ
自
身
の
国
内
経
済
問
題
が
最
大
関
心
事
で
あ
る
と
い

う
内
政
重
視
と
「
経
済
第
一
主
義
」（
エ
コ
ノ
セ
ン
ト
リ
ズ
ム
）
の
基
本
的
立

場
を
鮮
明
し�

  

（
１
）　

じ
っ
さ
い
同
政
権
発
足
直
後
の
九
三
年
一
月
二
五
日
に
、
国
内
・
国
際
経

済
政
策
に
関
す
る
国
家
最
高
の
政
策
調
整
機
関
と
し
て
Ｎ
Ｅ
Ｃ
（N

ational  

 
        

Econom
ic  

Council,

      
           

「
国
家
経
済
会
議
」
）
が
大
統
領
行
使
命
令
で
新
設
さ
れ
て

い
る
。
同
Ｎ
Ｅ
Ｃ
は
、
大
統
領
を
議
長
に
、
副
大
統
領
・
財
務
・
国
務
・
商
務
・

Ｕ
Ｓ
Ｔ
Ｒ
代
表
等
主
要
閣
僚
そ
の
他
（
正
式
メ
ン
バ
ー
は
一
八
名
、
国
防
長
官

を
除
く
）
か
ら
講
成
さ
れ
る
合
議
制
の
組
織
で
、
す
べ
て
の
行
政
機
関
が
行
う

国
内
外
経
済
政
策
の
総
合
的
調
整
を
目
的
と
し
て
掲
げ
て
い
る
が
、
事
実
上
最

高
級
的
政
策
決
定
機
関
と
し
て
機
能
す
る
も
の
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
た
。

  

　

外
交
・
国
家
安
全
保
障
に
関
す
る
最
高
の
意
志
決
定
機
関
で
あ
る
既
存
の
Ｎ

（
１
）

た
。

Ｓ
Ｃ
（National  Security  

Council,

 
                         

　

国
家
安
全
保
障
会
議
、
一
九
四
七
年
設

置
）
と
同
格
な
ス
テ
イ
タ
ス
を
も
つ
機
関
と
し
て
の
Ｎ
Ｅ
Ｃ
の
新
設
は
、
従
来

の
政
治
・
軍
事
的
国
家
安
全
保
障
か
ら
経
済
的
安
全
保
障
（
経
済
成
長
・
経
済
力

強
化
）
へ
の
ア
メ
リ
カ
の
国
家
目
標
の
重
点
シ
フ
ト
を
示
す
も
の
に
ほ
か
な
ら

な
い
。
国
民
経
済
の
強
化
と
健
全
性
こ
そ
が
、
ア
メ
リ
カ
の
外
交
・
政
治
力
の
強

さ
と
軍
事
的
国
家
安
全
保
障
を
確
保
す
る
基
盤
に
な
る
関
係
が
あ
る
と
政
府
に

よ
っ
て
強
調
さ
れ
た
。
滝
井
光
夫
「
対
外
経
済
政
策
の
調
整
と
Ｎ
Ｅ
Ｃ
（
国
家
経

済
会
議
）」
（『
ア
メ
リ
カ
の
「
経
済
安
全
保
障
」
』、
日
本
国
際
問
題
研
究
所
、
一

九
九
七
年
）
、
な
ど
参
照
。

　

つ
づ
い
て
大
統
領
は
就
任
式
直
後
の
二
月
一
七
日
議
会
発
表
の
「
経
済
再

生
計
画
教
書
」（President�s  

E
conom

ic  
Program

,

             
     
          
 

「
包
括
経
済
政
策
」「
大

統
領
経
済
改
革
演
説
」
な
ど
と
も
言
わ
れ
る
。「
九
三
年
大
統
領
一
般
教
書
」

に
該
当
。
参
考
裏
付
け
資
料
と
し
て
『
米
行
政
管
理
予
算
局
・
ア
メ
リ
カ
変

革
の
ビ
ジ
ョ
ン
』
も
同
時
発
表
）
に
お
い
て
、
そ
の
「
経
済
第
一
主
義
」
の

内
容
は
、
①
「
財
政
赤
字
の
抜
本
的
削
減
」、
そ
の
た
め
に
「
政
府
支
出
と
増

税
措
置
と
い
う
歳
出
削
減
・
歳
入
増
加
に
よ
る
徹
底
的
な
財
政
引
締
め
、
②

ア
メ
リ
カ
の
「
経
済
成
長
は
、
こ
れ
ま
で
に
な
く
海
外
市
場
の
開
放
」
と

「
国
際
市
場
に
お
け
る
公
正
な
貿
易
ル
ー
ル
」
の
構
築
に
依
存
し
、
そ
れ
に

よ
る
「
輸
出
貿
易
の
拡
大
」
に
あ
る
こ
と
が
明
示
さ
れ�

さ
ら
に
引
き
つ

づ
き
、
二
月
二
六
日
に
ア
メ
リ
カ
ン
大
学
で
発
表
さ
れ
た
大
統
領
「
国
際
経

済
教
書
」
で
、
後
者
②
に
関
し
て
、
ア
メ
リ
カ
経
済
に
と
っ
て
「
輸
出
は
き

わ
め
て
重
要
で
あ
」
り
、「
貿
易
を
ア
メ
リ
カ
の
経
済
安
全
保
障
の
優
先
的

な
要
素
に
す
る
」。
そ
の
た
め
に
強
力
な
通
商
政
策
手
段
に
よ
り
「
他
国
の

貿
易
障
壁
を
な
く
さ
せ
、
市
場
を
開
放
さ
せ
る
」。
か
つ
「
ア
メ
リ
カ
産
業

に
競
争
力
を
つ
け
る
た
め
の
投
資
と
債
務
削
減
は
…
…
ど
う
し
て
も
実
行
し

な
け
れ
ば
な
ら
」
ず
、
ア
メ
リ
カ
産
業
の
「
競
争
力
」
と
「
生
産
性
を
も
っ

（
２
）

た
。
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と
高
く
」
す
る
た
め
に
、「
よ
い
教
育
を
う
け
た
熟
練
労
働
者
…
…
医
療
保

険
制
度
改
善
、
都
市
復
興
」
が
必
須
に
な
る
と
具
体
的
な
補
足
説
明
が
な
さ

れ
た
（「
米
大
統
領
の
国
際
経
済
戦
略
演
説
」『
世
界
週
報
』
九
三
年
四
月
六

日
号
、
参
照
）。

  

（
２
）　

同
「
経
済
再
生
計
画
教
書
」
で
は
、
そ
の
ほ
か
に
③
短
期
的
景
気
刺
激
策

（
公
共
投
資
及
び
設
備
投
資
税
額
控
除
な
ど
計
三
〇
〇
億
ド
ル
）
に
よ
る
雇
用
創

出
計
画
、
④
長
期
的
投
資
に
よ
る
道
路
・
鉄
道
・
空
港
・
住
宅
等
イ
ン
フ
ラ
整
備

及
び
教
育
訓
練
計
画
な
ど
（
九
四
～
九
七
年
度
間
に
総
額
一
六
〇
〇
億
ド
ル
）、

⑤
医
療
保
険
制
度
の
改
革
な
ど
も
提
案
さ
れ
て
い
た
。
だ
が
、
そ
れ
ら
③
～
⑤

に
係
わ
る
具
体
的
な
政
府
提
案
の
ほ
と
ん
ど
が
議
会
で
否
決
さ
れ
、
実
現
を
み

る
に
至
っ
て
い
な
い
。

　

右
の
よ
う
に
鮮
明
さ
れ
た
国
家
的
目
標
と
し
て
の
「
ア
メ
リ
カ
経
済
第
一

主
義
」
と
「
コ
ー
ル
ド
・
ウ
ォ
ー
（
冷
戦
・
軍
事
安
全
保
障
）
か
ら
ト
レ
ー

ド
・
ウ
ォ
ー
（
貿
易
経
済
戦
争
・
経
済
安
全
保
障
）
へ
の
シ
フ
ト
」
の
ス
ロ
ー

ガ
ン
の
下
で
、
ク
リ
ン
ト
ン
政
権
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
具
体
的
な
内
外
経
済
政

策
を
重
点
的
に
断
行
し
た
。

　

第
一
に
、
財
政
引
締
め
―
内
需
圧
縮
政
策
。
後
期
レ
ー
ガ
ン
政
権
の
「
財

政
収
支
均
衡
法
」（
八
五
年
一
二
月
制
定
）
と
ブ
ッ
シ
ュ
政
権
の
「
Ｏ
Ｂ
Ｒ
Ａ

　

」（
九
〇
年
一
一
月
制
定
）
に
引
き
つ
づ
き
、
ク
リ
ン
ト
ン
政
権
は
九
三
年

９０七
月
に
「
Ｏ
Ｂ
Ｒ
Ａ　

」
を
成
立
さ
せ
、
国
防
費
や
社
会
保
障
関
係
費
等
義

９３

務
的
支
出
な
ど
を
削
減
す
る
一
方
で
は
個
人
所
得
・
法
人
税
率
等
を
引
き
上

げ
た
。
そ
の
結
果
連
邦
財
政
支
出
の
対
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
率
が
低
下
し
、
他
方
好
況

―
増
収
も
あ
っ
て
財
政
赤
字
が
大
幅
に
縮
小
し
、
九
八
年
度
以
降
に
は
逆
に

財
政
黒
字
を
記
録
す
る
に
至
っ
た
（
第
四
章
第
二
節
参
照
）。

　

第
二
に
、
前
政
権
の
そ
れ
よ
り
も
よ
り
一
層
に
高
圧
的
な
対
外
輸
出
市
場

の
拡
大
を
目
的
に
す
る
通
商
政
策
の
断
行
。
ク
リ
ン
ト
ン
政
権
の
通
商
政
策

は
つ
ぎ
の
よ
う
に
整
理
さ
れ
る
。

①
「
七
四
年
通
商
法
」　

条
・
ス
ー
パ
ー　

条
―
二
国
間
交
渉
に
よ
る
諸
外

３０１

３０１

国
の
市
場
開
放
強
制
。
こ
れ
は
外
国
の
徹
底
的
な
貿
易
障
壁
の
排
除
と
そ

れ
ら
諸
国
に
お
け
る
国
内
農
業
・
中
小
企
業
保
護
等
「
国
独
資
」
的
機
構

の
破
壊
に
つ
な
が
っ
た
。

②
そ
の
う
ち
世
界
第
二
の
経
済
大
国
で
最
大
の
対
米
貿
易
黒
字
国
日
本
に
た

い
し
て
は
、
と
く
に
二
国
間
通
商
交
渉
の
場
と
し
て
日
米
「
包
括
経
済
協

議
」
が
設
定
さ
れ
た
。
同
協
議
で
は　

条
適
用
圧
力
を
テ
コ
に
し
て
、
市

３０１

場
開
放
の
延
長
な
い
し
そ
の
変
形
と
し
て
対
米
輸
入
数
値
目
標
の
設
定
が

日
本
に
対
し
て
強
要
さ
れ
た
。

③
Ｎ
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
結
成
に
よ
る
米
・
加
・
墨
間
の
相
互
的
市
場
開
放
体
制
の
構

築
。
Ｎ
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
は
単
な
る
地
域
的
市
場
開
放
組
織
に
と
ど
ま
ら
な
か
っ

た
。
同
時
に
Ｎ
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
は
加
盟
三
国
以
外
の
域
外
諸
国
に
た
い
す
る
貿

易
差
別
の
ブ
ロ
ッ
ク
形
成
の
側
面
を
も
ち
、
ア
メ
リ
カ
に
よ
る
カ
ナ
ダ
・

メ
キ
シ
コ
市
場
の
囲
込
み
機
構
で
も
あ
っ
た
。

④
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
・
ウ
ル
グ
ア
イ
ラ
ウ
ン
ド
の
多
国
間
通
商
交
渉
の
推
進
。
ア
メ

リ
カ
主
導
に
よ
る
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
か
ら
Ｗ
Ｔ
Ｏ
体
制
へ
の
組
織
替
え
に
よ
り
、

ア
メ
リ
カ
が
圧
倒
的
に
強
い
国
際
競
争
力
を
も
つ
農
産
物
や
サ
ー
ビ
ス
取

引
に
つ
い
て
の
世
界
的
規
模
の
原
則
貿
易
自
由
化
体
制
＝
市
場
開
放
シ
ス

テ
ム
が
構
築
さ
れ
た
。

　

右
の
よ
う
に
バ
イ
ラ
テ
ラ
リ
ズ
ム
（
二
国
間
関
係
）、
リ
ー
ジ
ョ
ナ
リ
ズ

ム
（
地
域
主
義
）、
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
（
多
国
間
関
係
・
世
界
主
義
）
の

三
レ
ベ
ル
で
の
「
ト
リ
プ
ル
ア
プ
ロ
ー
チ
」
に
よ
る
通
商
交
渉
政
策
に

よ
っ
て
、
ク
リ
ン
ト
ン
政
権
は
非
米
諸
国
に
た
い
し
て
最
大
限
の
市
場
開

放
の
促
進
を
強
制
し
実
現
し
た
。

⑤
だ
が
、
右
と
裏
腹
に
、
ア
メ
リ
カ
自
身
は
主
に
反
ダ
ン
ピ
ン
グ
及
び
相
殺

関
税
、　

条
等
輸
入
制
限
措
置
を
積
極
的
に
発
動
・
乱
発
し
て
、
輸
入
障

２０１
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壁
を
カ
サ
上
げ
し
、
ア
メ
リ
カ
国
内
市
場
の
閉
鎖
性
を
強
化
し
た
。
以

上
。

　

第
三
に
、
ク
リ
ン
ト
ン
政
権
は
ア
メ
リ
カ
産
業
・
企
業
の
国
際
競
争
力
強

化
の
た
め
に
、
ド
ル
安
誘
導
に
よ
る
価
格
調
整
策
及
び
「
技
術
戦
略
」・「
知

的
財
産
権
保
護
戦
略
」
等
産
業
政
策
を
実
施
し
た
。

　

先
に
も
若
干
指
摘
し
た
よ
う
に
ド
ル
安
為
替
操
作
が
、
ア
メ
リ
カ
産
業
の

輸
出
価
格
の
一
挙
的
引
下
げ
、
反
対
に
非
米
諸
国
産
業
に
と
っ
て
は
輸
出
価

格
の
一
挙
的
引
上
げ
＝
価
格
競
争
力
の
削
ぎ
落
と
し
の
効
果
を
も
ち
、
新
技

術
・
新
製
品
の
世
界
に
先
駆
け
て
の
開
発
と
知
的
財
産
権
保
護
強
化
に
よ
る

先
端
技
術
の
国
内
囲
込
み
＝
技
術
独
占
が
、
ア
メ
リ
カ
産
業
の
非
価
格
競
争

力
及
び
価
格
競
争
力
の
強
化
を
も
た
ら
す
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　

ア
メ
リ
カ
産
業
の
国
際
競
争
力
強
化
策
と
先
の
外
国
市
場
開
放
の
通
商
政

策
と
は
相
互
補
完
的
関
係
が
あ
っ
た
。
外
国
市
場
を
無
理
や
り
こ
じ
あ
け
、

市
場
開
放
さ
せ
、
そ
こ
へ
強
い
価
格
・
非
価
格
国
際
競
争
力
を
も
っ
て
ア
メ

リ
カ
産
業
が
殴
り
込
み
を
か
け
て
輸
出
伸
長
の
実
現
を
図
る
と
い
う
ア
メ
リ

カ
政
府
の
狙
い
が
あ
っ
た
。「
ク
リ
ン
ト
ン
政
権
は
…
…
二
国
間
・
地
域
的
・

多
国
間
の
貿
易
協
定
を
通
し
て
外
国
市
場
の
開
放
に
努
力
す
る
。
同
時
に
ア

メ
リ
カ
企
業
と
労
働
者
の
国
際
競
争
力
を
強
化
し
、
ア
メ
リ
カ
を
国
内
企
業

に
と
っ
て
も
外
国
企
業
に
と
っ
て
も
魅
力
あ
る
生
産
基
地
に
す
る
」。
そ
し

て
「
経
済
成
長
の
重
要
な
エ
ン
ジ
ン
で
あ
る
貿
易
」
を
拡
大
さ
せ
、
経
済
成

長
さ
せ
て
「
全
米
国
民
の
よ
り
高
い
生
活
水
準
」
を
保
障
す
る
（E

co.  R
ep.
 

 
     
    

of
 

the  
P

resi.,
 

1994,  p.214,  205
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）。

　

第
四
に
、
さ
ら
に
加
え
て
、
非
米
有
力
国
に
た
い
す
る
財
政
出
勤
・
減

税
・
金
融
緩
和
策
等
内
需
拡
大
要
求
及
び
「
国
家
輸
出
戦
略
」
施
策
に
よ
る

補
完
的
措
置
も
と
ら
れ
た
。
前
者
は
、
外
国
の
開
放
的
市
場
の
規
模
の
膨
張

し
た
が
っ
て
ア
メ
リ
カ
輸
出
市
場
の
拡
張
を
意
味
し
、
後
者
は
、
ア
メ
リ
カ

政
府
対
外
経
済
援
助
の
ひ
も
つ
き
化
・
米
輸
出
入
銀
行
の
輸
出
金
融
の
拡

大
・
輸
出
支
援
セ
ン
タ
ー
設
立
な
ど
の
輸
出
促
進
・
支
援
策
で
あ
っ
た
。

　

第
五
に
、
右
の
よ
う
な
ク
リ
ン
ト
ノ
ミ
ク
ス
（
ク
リ
ン
ト
ン
政
権
の
経
済

政
策
）
は
、
社
会
保
障
関
係
支
出
の
縮
小
や
財
政
ス
ペ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
圧
縮

及
び
「
小
さ
な
政
府
」
志
向
の
点
に
お
い
て
、
伝
統
的
な
民
主
党
リ
ベ
ラ
ル

路
線
か
ら
大
幅
に
逸
脱
し
て
い
た
。
ア
メ
リ
カ
民
主
党
は
、
戦
前
三
〇
年
代

の
ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー
ル
政
策
以
来
ほ
ぼ
一
貫
し
て
財
政
ス
ペ
ン
デ
ィ
ン
グ
拡
大

策
や
社
会
保
障
制
度
の
拡
充
、
国
家
の
積
極
的
経
済
介
入
な
ど
「
大
き
な
政

府
」
路
線
を
追
求
し
、
広
範
な
労
働
者
・
農
民
・
国
民
一
般
の
政
治
的
支
持

を
と
り
つ
け
る
方
策
を
と
っ
て
き
て
い
た
。
そ
れ
に
た
い
し
て
、
九
〇
年
代

の
ク
リ
ン
ト
ン
政
権
に
よ
る
財
政
赤
字
削
減
・
均
衡
財
政
重
視
方
針
や
増

税
、
Ａ
Ｆ
Ｄ
Ｃ
（
要
扶
養
児
童
家
庭
扶
助
）
保
障
制
度
の
廃
止
や
食
料
切
符
・

住
宅
補
助
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
縮
小
（
九
六
年
「
個
人
責
任
・
勤
労
機
会
法
」）、

及
び
「
政
府
が
す
べ
て
を
解
決
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
」
と
い
う
「
小
さ
な

政
府
」
宣
言
（「
一
九
九
六
年
大
統
領
一
般
教
書
」）
は
き
わ
め
て
異
常
・
異

質
な
方
策
・
路
線
で
あ
っ
た
。
ク
リ
ン
ト
ン
の
民
主
党
が
「
過
去
と
の
訣

別
」・「
ニ
ュ
ー
民
主
党
」
を
標
榜
し
、
ク
リ
ン
ト
ン
大
統
領
自
身
が
自
ら
の

政
策
を
、「
リ
ベ
ラ
ル
で
も
保
守
主
義
で
も
な
い
、
民
主
党
的
な
も
の
で
も

共
和
党
的
な
も
の
で
も
な
い
」、「
民
主
党
リ
ベ
ラ
ル
と
共
和
党
急
進
派
の
中

間
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
中
道
路
線
」
な
い
し
「
第
三
の
道
」
と
称
し
た
ゆ
え

で
あ
る
。

　

九
〇
年
代
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
経
済
の
内
外
諸
条
件
の
な
か
で
、
ニ
ュ
ー

デ
ィ
ー
ル
以
来
の
財
政
ス
ペ
ン
デ
ィ
ン
グ
拡
大
政
策
が
歴
史
的
に
行
き
詰
ま

り
、
根
本
的
に
政
策
転
換
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
事
態
へ
の

対
応
が
、
ク
リ
ン
ト
ン
の
「
大
き
な
政
府
」
の
否
定
で
あ
り
、「
ニ
ュ
ー
民
主

党
」
宣
言
で
あ
り
、
そ
こ
に
ク
リ
ン
ト
ノ
ミ
ク
ス
の
歴
史
的
意
義
が
あ
っ

た
。

　

な
お
、
ク
リ
ン
ト
ノ
ミ
ク
ス
に
よ
る
内
政
重
視
＝
「
ア
メ
リ
カ
経
済
第
一
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主
義
」・
ア
メ
リ
カ
国
内
経
済
本
位
主
義
政
策
は
、
従
来
の
よ
う
な
内
需
拡

大
で
は
な
く
て
む
し
ろ
外
需
拡
大
、
外
需
拡
大
―
経
済
成
長
―
雇
用
拡
大
の

形
を
と
り
、
対
内
重
視
政
策
が
対
外
政
策
へ
転
化
す
る
関
係
が
あ
っ
た
。
そ

れ
ゆ
え
「
ク
リ
ン
ト
ン
大
統
領
は
、
国
際
問
題
を
国
内
問
題
と
連
結
さ
せ
、

国
内
問
題
と
し
て
国
際
問
題
を
論
じ
る
と
い
う
手
法
を
…
…
と
」
り
、
対
外

経
済
政
策
を
重
点
的
に
追
求
し
た
の
で
あ
っ

  

た

  
（
藤
本
一
美
『
ク
リ
ン
ト
ン

（

３

）

の
時
代
』、
専
修
大
学
出
版
局
、
二
〇
〇
一
年
、
三
五
頁
）。

  

（
３
）
高
度
の
思
想
的
・
政
治
的
判
断
に
よ
っ
て
、
「
一
九
三
〇
年
代
の
ニ
ュ
ー

デ
ィ
ー
ル
以
来
の
…
…
『
リ
ベ
ラ
ル
思
考
』
や
、
そ
れ
を
土
台
に
し
た
い
わ
ゆ
る

『
大
き
な
政
府
』
論
か
ら
、
い
わ
ば
中
産
階
級
に
焦
点
を
定
め
た
『
中
道
路
線
』

へ
と
明
白
に
路
線
を
切
り
替
え
た
」
（
同
、
四
七
頁
）
こ
と
の
結
果
と
し
て
、
ク

リ
ン
ト
ン
民
主
党
政
権
が
「
大
き
な
政
府
」
主
義
を
否
定
し
て
「
小
さ
な
政
府
」

志
向
へ
の
政
策
転
換
を
行
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
と
は
反
対
に
、

積
極
的
財
政
政
策
な
い
し
財
政
ス
ペ
ン
デ
ィ
ン
グ
拡
大
政
策
が
歴
史
的
・
客
観

的
に
制
約
さ
れ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
か
ら
、
ク
リ
ン
ト
ン
民
主
党
が
従
来
の

黒
人
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
・
貧
困
白
人
層
重
視
か
ら
、
「
小
さ
な
政
府
」
を
求
め
る

「
中
間
層
」
重
視
へ
政
治
的
支
持
基
盤
を
シ
フ
ト
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ

た
た
め
の
結
果
で
あ
ろ
う
。

　

以
下
、
財
政
政
策
は
省
略
し
（
前
出
第
四
章
第
一
節
参
照
）、
ク
リ
ン
ト

ン
政
権
の
対
外
経
済
政
策
を
通
商
・
為
替
政
策
を
中
心
に
し
て
立
入
っ
て
み

て
み
よ
う
。

　

条
―
二
国
間
通
商
交
渉

３０１
　

ク
リ
ン
ト
ン
政
権
も
、
ブ
ッ
シ
ュ
前
政
権
と
同
様
に
、
　

条
・
ス
ー
パ
ー

３０１

　

条
を
テ
コ
に
す
る
二
国
間
通
商
交
渉
で
外
国
の
市
場
開
放
政
策
を
強
行
し

３０１た
。
ア
メ
リ
カ
が
得
意
分
野
で
国
際
競
争
力
を
も
つ
産
業
に
係
わ
る
外
国
市

場
開
放
の
実
現
方
法
と
し
て
、
　

条
制
裁
発
動
圧
力
を
伴
う
国
別
・
分
野

３０１

別
・
各
個
撃
破
方
式
の
二
国
間
通
商
交
渉
を
、
前
政
権
と
同
様
に
「
ク
リ
ン

ト
ン
政
権
も
…
…
貿
易
障
壁
の
除
去
に
は
有
効
で
あ
る
と
考
え
て
…
…
非
常

に
積
極
的
に
推
進
」
し
た
の
で
あ
っ
た
（
飯
倉
章
「
ク
リ
ン
ト
ン
政
権
に
お

け
る
対
外
経
済
政
策
の
変
容
」『
外
交
時
報
一
三
二
九
号
』
九
六
年
九
月
号
、

二
五
頁
）。

　

ア
メ
リ
カ
に
よ
る
同
二
国
間
通
商
交
渉
の
相
手
国
は
、
ア
ジ
ア
Ｎ
Ｉ
Ｅ

Ｓ
・
中
国
・
Ｅ
Ｕ
を
も
含
む
広
範
な
諸
国
に
広
が
り
、
分
野
別
で
は
、
韓
国

の
自
動
車
輸
入
制
限
解
除
・
Ｅ
Ｕ
の
農
産
物
市
場
開
放
・
中
国
の
知
的
財
産

権
保
護
措
置
な
ど
、「
中
国
の
サ
ク
ラ
ン
ボ
か
ら
日
本
の
携
帯
電
話
に
至
る

ま
で
」
に
及
び
、「
ク
リ
ン
ト
ン
政
権
が
結
ん
だ
合
意
は
…
…
前
政
権
の
引

き
継
ぎ
分
も
含
め
る
と
二
国
間
の
合
意
だ
け
で
も
、
今
後
執
行
さ
れ
る
も
の

も
含
め
て
二
〇
〇
近
く
」
に
の
ぼ
っ
た
（
相
互
投
資
協
定
も
含
む
、
Ｕ
Ｓ
Ｔ

Ｒ
報
告
、
同
、
二
五
―
二
六
頁
）。
だ
が
そ
れ
ら
の
数
多
く
の
二
国
間
交
渉

の
な
か
で
、
最
大
の
交
渉
相
手
国
と
な
っ
た
の
は
、
何
と
い
っ
て
も
世
界
第

二
位
の
経
済
大
国
で
か
つ
最
大
の
対
米
貿
易
黒
字
国
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
が

も
っ
と
も
輸
出
拡
大
の
余
地
が
あ
る
と
み
な
し
た
日
本
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に

ク
リ
ン
ト
ン
政
権
に
よ
る
日
米
二
国
間
通
商
交
渉
の
う
ち
中
核
的
位
置
を
し

め
た
の
は
日
米
「
包
括
経
済
協
議
」
で
あ
っ
た
。
同
「
協
議
」
に
つ
い
て
立

入
っ
て
み
よ
う
。

日
米
「
包
括
経
済
協
議
」

　

ク
リ
ン
ト
ン
政
権
発
足
間
も
な
い
九
三
年
四
月
の
ワ
シ
ン
ト
ン
で
の
日
米

首
脳
会
談
の
座
上
で
、
ク
リ
ン
ト
ン
大
統
領
が
前
政
権
の
日
米
Ｓ
Ｉ
Ｉ
に
代

る
日
米
通
商
・
経
済
協
議
機
関
と
し
て
、「
成
長
を
増
進
さ
せ
、
基
幹
産
業

の
貿
易
と
投
資
を
促
進
さ
せ
る
」
た
め
に
、「
日
米
両
国
が
具
体
的
に
対
処

す
る
新
た
な
枠
組
み
の
構
築
」
を
提
案
し
、
宮
沢
首
相
が
同
意
し
た
時
か
ら
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日
米
「
包
括
経
済
協
議
」
が
始
ま
っ
た
。
そ
の
後
日
米
事
務
当
局
に
よ
る
数

度
の
準
備
会
合
で
の
折
衡
を
へ
て
、
九
三
年
七
月
に
開
催
さ
れ
た
東
京
サ

ミ
ッ
ト
の
さ
い
に
、
日
米
両
首
脳
に
よ
っ
て
「
新
し
い
経
済
パ
ー
ト
ナ
ー

シ
ッ
プ
の
た
め
の
日
米
の
枠
組
み
に
関
す
る
共
同
声
明
」（Joint  

State

           

‐

 
m

ent  
on  

the  
Japan

  
                

‐United  
States  

Fram
ew

ork  
for  

A  
N

ew  
E

conom
ic  

 
              
   
  
         
  
  
  
     
   

Partnership

           

）
が
発
表
さ
れ
て
、
正
式
に
日
米
「
包
括
経
済
協
議
」
が
発
足

し
た
。
同
「
協
議
」
は
、
共
同
声
明
の
タ
イ
ト
ル
名
か
ら
「
フ
レ
ー
ム
ワ
ー

ク
・
ト
ー
ク
」
あ
る
い
は
単
に
「
新
経
済
協
議
」
と
も
い
わ
れ
る
こ
と
も
あ

る
が
、
日
米
両
国
間
の
経
済
問
題
を
一
定
の
枠
組
み
の
な
か
で
包
括
的
に
取

扱
う
と
い
う
意
味
で
、
通
常
日
米
「
包
括
経
済
協
議
」
と
い
わ
れ
る
場
合
が

多
い
（
本
稿
で
は
、
以
下
「
包
括
協
議
」
と
略
記
す
る
）。

　

同
「
包
括
協
議
」
で
は
、
次
の
よ
う
な
協
議
テ
ー
マ
が
設
定
さ
れ
た
（
第

　

表
参
照
）。

４８（
１
）

  

「
地
球
的
規
模
の
協
力
」（
環
境
・
エ
イ
ズ
・
人
口
・
技
術
等
の
協
力
）

（
２
）

  

「
マ
ク
ロ
経
済
政
策
」（
日
本
の
内
需
拡
大
、
ア
メ
リ
カ
の
財
政
赤
字

の
削
減
等
）

（
３
）

  

「
分
野
別
・
構
造
問
題
」（
政
府
調
達
，
自
動
車
・
同
部
品
、
保
険
等

分
野
で
の
日
本
の
輸
入
拡
大
）

　

こ
の
（
１
）
～
（
３
）
の
部
門
ご
と
に
、
各
分
野
・
各
項
目
別
に
テ
ー
マ

が
設
定
さ
れ
、
計
三
一
の
作
業
部
会
が
設
置
さ
れ
た
。

　

こ
の
う
ち
（
１
）「
地
球
的
規
模
の
協
力
」
部
門
は
、
日
本
側
の
強
い
要
求

で
設
け
ら
れ
た
部
門
で
、
環
境
政
策
・
エ
イ
ズ
対
策
・
麻
薬
対
策
な
ど
い
ず

れ
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
も
日
米
間
に
ほ
と
ん
ど
対
立
は
な
か
っ
た
―
実
際
同

部
門
の
協
議
は
順
調
に
進
捗
し
て
、
九
三
年
一
二
月
の
次
官
級
協
議
で
日
米

共
同
行
動
計
画
策
定
が
決
定
さ
れ
て
い
る
―
。（
２
）
部
門
の
「
マ
ク
ロ
経
済

政
策
」
は
、
日
本
側
は
「
内
需
拡
大
」・「
経
常
収
支
黒
字
の
縮
小
」
な
ど
、

ア
メ
リ
カ
側
は
「
財
政
赤
字
の
削
減
」「
国
内
貯
蓄
の
奨
励
」「
企
業
の
国
際

競
争
力
の
強
化
」
の
項
目
か
ら
な
り
、
い
ず
れ
も
日
米
Ｓ
Ｉ
Ｉ
か
ら
の
継
続

テ
ー
マ
で
あ
っ
た
。

　

こ
れ
以
前
の
日
米
Ｍ
Ｏ
Ｓ
Ｓ
や
Ｓ
Ｉ
Ｉ
協
議
に
は
な
く
て
、
し
か
も
重
大

な
日
米
対
立
点
を
含
ん
だ
新
し
い
テ
ー
マ
が
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
た
の
は
、

（
３
）「
分
野
別
・
構
造
問
題
」
部
門
で
あ
っ
た
。
同
部
門
は
、
①
「
政
府
調

達
」
分
野
（
電
気
通
信
、
医
療
機
器
、
ス
パ
コ
ン
な
ど
）、
②
「
自
動
車
・

同
部
品
」
分
野
、
③
「
規
則
緩
和
及
び
競
争
力
」
分
野
（
保
険
、
金
融
サ
ー

ビ
ス
、
米
国
産
業
の
競
争
力
強
化
な
ど
）、
④
「
既
存
協
定
の
遵
守
」
分
野

（
製
紙
、
林
産
物
、
板
ガ
ラ
ス
な
ど
）
及
び
⑤
「
経
済
調
整
」
分
野
（
知
的

財
産
権
、
系
列
問
題
、
対
日
投
資
な
ど
）
か
ら
な
る
が
、
こ
の
う
ち
最
後
の

「
経
済
調
整
」
分
野
を
除
く
、
①
～
④
の
う
ち
の
電
気
通
信
、
医
療
機
器
、

自
動
車
・
同
部
品
、
保
険
等
の
ほ
と
ん
ど
の
分
野
・
項
目
協
議
で
、
日
本
の

対
米
輸
入
数
値
目
標
の
設
定
が
要
求
さ
れ
た
。
そ
こ
で
は
Ｍ
Ｏ
Ｓ
Ｓ
、
Ｓ
Ｉ

Ｉ
協
議
な
ど
の
ば
あ
い
の
よ
う
な
た
ん
な
る
市
場
開
放
に
と
ど
ま
ら
ず
、
市

場
開
放
を
こ
え
て
日
本
市
場
に
お
け
る
外
国
製
品
の
輸
入
シ
ェ
ア
の
目
標
値

の
設
定
と
日
本
政
府
に
よ
る
同
目
標
値
の
実
行
約
束
が
対
日
要
求
さ
れ
た
。

日
米
「
包
括
協
議
」
で
は
、「
マ
ク
ロ
経
済
政
策
と
通
商
政
策
の
両
方
が
含
ま

れ
た
」。「
日
本
の
内
需
拡
大
に
よ
る
成
長
は
、
輸
入
増
加
を
促
進
す
る
」。

そ
し
て
「
通
商
政
策
は
、
構
造
的
・
分
野
別
の
貿
易
障
壁
の
除
去
に
焦
点
が

お
か
れ
る
」。
そ
の
貿
易
障
壁
の
除
去
に
よ
っ
て
、「
国
民
所
得
が
増
加
す
る

時
に
、
日
本
人
が
購
買
す
る
輸
入
数
量
が
増
加
す
る
」（R

.
 

C
.  A

ltm
an,  

 
   
   
   
    

�
 

W
hy  

Pressure  
Tokyo?� 

Foreign  
A

ffairs,
 

Vol.  73,
 

N
o.
 

3,
 

p.3
 
             
                
         
         
         

）
と
い
う

の
が
、
そ
こ
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
側
の
狙
い
と
構
想
で
あ
っ
た
。

　

ク
リ
ン
ト
ン
政
権
は
、
レ
ー
ガ
ン
政
権
の
日
米
Ｍ
Ｏ
Ｓ
Ｓ
協
議
や
ブ
ッ

シ
ュ
政
権
の
日
米
Ｓ
Ｉ
Ｉ
協
議
な
ど
と
そ
れ
ら
の
協
議
の
成
果
に
つ
い
て
、

「
ア
メ
リ
カ
は
と
く
に
日
本
と
の
間
で
多
く
の
通
商
協
定
を
取
り
き
め
た
。

だ
が
そ
の
結
果
は
、
失
望
で
あ
る
…
…
多
く
の
協
定
は
、
ミ
ク
ロ
レ
ベ
ル
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（
特
定
市
場
に
お
け
る
参
入
問
題
）
も
マ
ク
ロ
レ
ベ
ル
（
二
国
間
貿
易
赤
字
の

減
少
）
の
い
ず
れ
で
も
、
意
図
し
た
よ
う
に
は
機
能
し
て
い
な
い
」（
ク
リ
ン

ト
ン
大
統
領
、E

.J.
 

L
incoln,

 
op.  cit.,  P.123

 
                            

）。「
私
は
、
日
米
間
に
あ
る
二

十
七
の
協
定
す
べ
て
に
目
を
通
し
」
た
。「
多
く
の
ケ
ー
ス
で
、
日
本
側
の

誠
意
を
疑
わ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
結
論
に
達
し
た
…
…
最
低
限
の
義
務
だ

け
果
し
た
か
、
合
意
の
精
神
を
全
く
無
視
し
て
い
る
か
、
ひ
ど
い
ば
あ
い
は

合
意
文
書
に
書
か
れ
た
こ
と
さ
え
実
行
し
て
い
な
い
ば
あ
い
も
あ
り
ま
す
」

（
Ｓ
・
パ
シ
ェ
フ
ス
キ
ー
Ｕ
Ｓ
Ｔ
Ｒ
次
席
代
表
、『
フ
ォ
ー
サ
イ
ト
』
一
九
九

三
年
一
二
月
号
、
三
四
頁
）
と
評
価
、
判
定
し
て
い
た
。
じ
っ
さ
い
に
は
、

日
本
に
よ
る
「
医
療
機
器
の
対
米
輸
入
は
Ｍ
Ｏ
Ｓ
Ｓ
合
意
以
前
の
八
五
年
か

ら
九
二
年
ま
で
に
三
・
七
倍
に
増
え
…
…
米
国
か
ら
の
製
材
輸
入
は
四
・
一

倍
増
を
示
し
…
…
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
は
政
府
調
達
措
置
導
入
後
一
年
間
で
、
外

国
製
品
・
サ
ー
ビ
ス
の
調
達
シ
ェ
ア
が
七
・
五
％
か
ら
一
五
・
五
％
へ
」
上

昇
し
、
対
米
輸
入
は
い
ち
じ
る
し
く
増
加
し
て
い
る
。「
米
側
の
ネ
ガ
テ
ィ

ブ
な
評
価
は
明
ら
か
に
行
き
す
ぎ
で
」、
と
ん
で
も
な
い
評
価
で
あ
る
（
原

口
幸
市
「
日
米
包
括
経
済
協
議
」『
国
際
問
題
』
四
一
八
巻
、
六
九
―
七
〇

頁
）
と
い
う
日
本
政
府
側
の
反
駁
を
顧
慮
せ
ず
全
く
取
あ
げ
ず
、
ク
リ
ン
ト

ン
大
統
領
が
九
三
年
四
月
の
日
米
首
脳
会
議
で
日
米
Ｓ
Ｉ
Ｉ
協
議
の
継
続
を

拒
否
し
て
、
そ
れ
に
代
る
新
し
い
枠
組
み
の
日
米
二
国
間
交
渉
を
提
案
し
た

こ
と
は
前
述
し
た
。「
日
本
に
は
、
長
く
か
ら
続
い
て
い
る
、
み
え
る
貿
易

障
壁
と
み
え
な
い
貿
易
障
壁
が
あ
る
。
そ
れ
は
Ｍ
Ｏ
Ｓ
Ｓ
交
渉
や
Ｓ
Ｉ
Ｉ
交

渉
、
投
資
協
定
に
よ
っ
て
も
び
く
と
も
し
な
か
っ
た
」、「
そ
こ
で
ア
メ
リ
カ

は
新
し
い
ア
プ
ロ
ー
チ
を
と
る
こ
と
が
必
要
と
な
っ
た
」（
Ｒ
・
Ｃ
・
ア
ル

ト
マ
ン
財
務
副
長
官
、Foreign  

A
ffairs,  op.

 
cit.,

 
p.3

 
        
                     

）。

　

す
で
に
ブ
ッ
シ
ュ
政
権
下
の
八
九
年
二
月
に
、
Ａ
Ｃ
Ｔ
Ｐ
Ｎ
（
通
商
政
策

と
通
商
交
渉
を
政
府
に
勧
告
す
る
「
通
商
政
策
・
交
渉
諮
問
委
員
会
」，

Advisory  
C

om
m

ittee  
for  

Trade  
Policy  

and  
N

egotiations,

 
         
  
 
           
      
           
            

大
統
領
任
命

の
、
全
米
ト
ッ
プ
企
業
・
労
組
・
消
費
者
団
体
等
を
代
表
す
る
四
三
名
で
構

成
さ
れ
る
。「
七
四
年
通
商
法
」
に
も
と
づ
き
設
置
）
は
、
当
時
の
ヒ
ル
ズ
Ｕ

Ｓ
Ｔ
Ｒ
代
表
に
、「
日
米
通
商
問
題
の
分
析
」
と
題
す
る
報
告
書
を
提
出
し
、

日
米
通
商
に
関
す
る
新
し
い
方
式
の
採
用
を
勧
告
し
て
い
た
。
同
報
告
の
主

旨
は
か
ん
た
ん
に
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

①
日
米
貿
易
不
均
衡
の
原
因
は
、
日
米
の
マ
ク
ロ
経
済
政
策
の
相
違
（
米
国

の
財
務
赤
字
拡
大
＝
過
少
貯
蓄
、
日
本
の
財
政
引
締
め
＝
過
剰
貯
蓄
な

ど
）
と
、
と
く
に
日
本
の
貿
易
障
壁
（
市
場
閉
鎖
性
）
の
存
在
に
あ
る
。

ド
ル
下
落
に
か
か
わ
ら
ず
日
米
貿
易
不
均
衡
に
改
善
が
み
ら
れ
な
い
こ
と

と
、
日
本
の
製
品
輸
入
比
率
の
低
さ
は
、
日
本
に
輸
入
障
壁
が
あ
る
こ
と

の
証
左
で
あ
る
。

②
し
か
し
日
本
に
個
有
な
系
列
・
下
請
制
度
や
商
慣
行
等
と
い
っ
た
み
え
な

い
貿
易
障
壁
は
、
そ
れ
ら
が
日
本
経
済
の
成
功
要
因
で
あ
っ
た
か
ら
、
そ

の
除
去
が
い
ち
じ
る
し
く
実
現
困
難
で
あ
る
。
そ
こ
で
、（
ａ
）
ア
メ
リ

カ
国
内
産
業
の
う
ち
、
世
界
市
場
で
は
十
分
な
競
争
力
が
あ
る
の
に
、
日

本
市
場
に
は
参
入
で
き
な
い
で
い
る
産
業
部
門
を
特
定
す
る
。（
ｂ
）
同

部
門
の
国
際
競
争
力
を
適
切
に
反
映
し
た
、
日
本
市
場
に
お
け
る
部
門
別

の
適
切
な
輸
入
水
準
を
設
定
す
る
。（
ｃ
）
同
輸
入
水
準
を
確
保
す
る
た

め
に
対
日
政
府
交
渉
す
る
。

③
同
輸
入
水
準
は
、
貿
易
障
壁
が
な
か
っ
た
ば
あ
い
に
実
現
す
る
で
あ
ろ
う

日
本
市
場
に
お
け
る
外
国
製
品
の
市
場
シ
ェ
ア
を
反
映
し
た
も
の
で
あ

り
、
数
値
目
標
の
設
定
は
日
本
の
市
場
開
放
の
尺
度
と
し
て
正
当
で
あ

る
。

④
対
日
交
渉
に
さ
い
し
て
は
、
ス
ー
パ
ー　

条
手
続
き
が
活
用
さ
れ
る
べ
き

３０１

で
あ
り
、
も
し
日
本
が
協
定
事
項
の
完
全
な
実
行
を
怠
る
時
に
は
断
固
た

る
対
日
制
裁
措
置
を
と
る
べ
き
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
が　

条
制
裁
措
置
を

３０１

と
る
用
意
が
あ
る
こ
と
を
認
識
す
れ
ば
、
日
本
は
対
米
輸
入
拡
大
の
努
力
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を
真
面
目
に
な
っ
て
や
る
で
あ
ろ
う
。

　

Ａ
Ｃ
Ｔ
Ｐ
Ｎ
は
、
新
政
権
発
足
早
々
の
九
三
年
二
月
に
も
、
再
び
「
マ
ー

ケ
ッ
ト
ア
ク
セ
ス
と
し
て
暫
定
的
数
値
目
標
（tem

porary  
quantitative  

   
                    

initiative

          

）
は
必
要
で
あ
る
」
と
し
て
、
右
と
同
様
な
主
旨
の
勧
告
を
行
っ

て
い
る
（
第
二
回
「
日
米
貿
易
に
関
す
る
主
要
事
実
と
政
策
提
言
」
報
告
）。

　

政
治
的
な
東
西
冷
戦
体
制
の
終
焉
を
背
景
に
、
ア
メ
リ
カ
に
と
っ
て
の
経

済
的
利
益
「
第
一
主
義
」
を
掲
げ
て
登
場
し
た
ク
リ
ン
ト
ン
政
権
は
、
前
任

の
ブ
ッ
シ
ュ
政
権
が
国
際
政
治
的
配
慮
か
ら
と
「
管
理
貿
易
」
に
な
る
と
し

て
拒
否
し
た
右
の
よ
う
な
Ａ
Ｃ
Ｔ
Ｐ
Ｎ
勧
告
の
数
値
目
標
設
定
方
式
に
よ
る

結
果
重
視
型
ア
プ
ロ
ー
チ
の
本
格
的
採
用
に
踏
み
切
っ
た
。
も
と
も
と
ク
リ

ン
ト
ン
大
統
領
自
身
が
、
Ａ
Ｃ
Ｔ
Ｐ
Ｎ
の
意
見
を
尊
重
し
て
数
値
目
標
方
式

の
導
入
を
早
く
か
ら
支
持
し
て
い
た
と
い
わ
れ
、
ま
た
強
硬
な
「
管
理
貿

易
」
論
者
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
Ｌ
・
Ｄ
・
タ
イ
ソ
ン
を
主
要
閣
僚
（
大
統

領
経
済
諮
問
委
員
会
委
員
長
）
に
任
命
し
、
か
つ
「
管
理
貿
易
方
式
が
も
っ

と
も
適
切
な
手
段
で
あ
る
」
と
主
張
す
る
弁
護
士
上
り
の
Ｍ
・
カ
ン
タ
ー
も

Ｕ
Ｓ
Ｔ
Ｒ
代
表
に
登
用
さ
れ
た
。
ク
リ
ン
ト
ン
政
権
の
な
か
に
発
足
当
初
か

ら
、
結
果
重
視
の
「
管
理
貿
易
」
と
分
野
別
数
値
目
標
の
設
定
を
主
張
す
る
、

バ
ー
グ
ス
テ
ン
（
民
主
党
系
の
「
国
際
経
済
研
究
所
」
所
長
）
―
タ
イ
ソ
ン

―
ブ
ラ
ウ
ン
（
商
務
長
官
）
―
カ
ン
タ
ー
の
強
力
な
ラ
イ
ン
が
存
在
し
て
い

た
と
み
ら
れ
た
（『
ク
リ
ン
ト
ン
政
権
の
管
理
貿
易
』
日
本
貿
易
振
興
会
、
一

九
九
五
年
、
第
Ⅰ
部
参
照
）。

　

じ
っ
さ
い
ク
リ
ン
ト
ン
政
権
は
、
先
に
も
若
干
ふ
れ
た
九
三
年
六
月
の

「
包
括
協
議
」
次
官
級
準
備
会
合
に
お
い
て
、
ミ
ク
ロ
の
分
野
別
部
門
は
も

ち
ろ
ん
の
こ
と
、
マ
ク
ロ
の
経
済
政
策
部
門
で
も
具
体
的
な
数
値
指
標
の

テ
ー
マ
設
定
を
要
求�

さ
ら
に
同
「
協
議
」
の
正
式
発
足
を
決
め
た
九
三

年
七
月
の
日
米
首
脳
共
同
声
明
で
も
、
日
本
側
が
「
経
常
黒
字
の
削
減
に
つ

い
て
…
…
そ
の
裏
に
数
字
の
合
意
は
な
い
」、
分
野
別
市
場
開
放
協
議
部
門

（
４
）

し
、

に
お
け
る
「
客
観
基
準
は
、
目
標
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
」（
岡
松
通
産
審

議
官
）
あ
る
い
は
「
管
理
貿
易
に
つ
な
が
る
数
値
目
標
を
阻
止
す
る
と
い
う

原
則
を
貫
ぬ
け
た
」（
政
府
筋
）
と
主
張
し
解
説
し
て
い
る
の
と
は
裏
は
ら

に
、
ア
メ
リ
カ
側
は
、「
今
後
、
個
別
分
野
で
そ
れ
ぞ
れ
の
目
標
数
値
を
設

け
る
た
め
の
合
意
が
結
ば
れ
る
だ
ろ
う
」（
パ
シ
ェ
フ
ス
キ
ー
Ｕ
Ｓ
Ｔ
Ｒ
次

席
代
表
）
と
か
「
日
本
は
経
常
黒
字
の
大
幅
削
減
を
公
約
し
、
個
別
分
野
で

も
結
果
重
視
の
対
応
を
受
け
入
れ
た
」（
ア
ル
ト
マ
ン
財
務
副
長
官
）
と
、

「
包
括
協
議
」
の
目
玉
の
テ
ー
マ
と
し
て
数
値
目
標
設
定
が
盛
り
込
ま
れ
た

旨
を
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
（『
日
本
経
済
新
聞
』
九
三
年
七
月
十
三
日
、

一
一
日
、
一
〇
日
夕
刊
付
）。
た
し
か
に
七
月
一
〇
日
の
日
米
首
脳
共
同
声

明
に
お
け
る
数
値
目
標
設
定
テ
ー
マ
の
取
扱
い
は
、「
玉
虫
色
」
の
表
現
を

と
り
い
ち
じ
る
し
く
あ
い
ま
い
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
�  
「
マ
ク
ロ
面

で
は
数
値
指
標
を
設
定
し
な
い
か
わ
り
に
、
個
別
分
野
で
『
客
観
基
準
』
を

導
入
す
る
と
い
う
痛
み
分
け
の
決
着
に
な
っ
て
い
る
」（
同
、
七
月
一
一
日

付
）
と
い
う
解
釈
が
事
実
に
近
く
、
前
述
の
よ
う
に
「
包
括
協
議
」
の
核
心

部
門
と
し
て
の
「
分
野
別
・
構
造
問
題
」
部
門
で
、
数
値
目
標
設
定
の
テ
ー

マ
が
は
め
こ
ま
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
交
渉
過
程
の
さ
い
の　

条
措
置

３０１

の
発
動
に
関
し
て
も
、
日
本
側
が
「
米
通
商
法　

条
…
…
の
制
裁
手
続
き
が

３０１

開
始
さ
れ
た
ば
あ
い
に
は
、
協
議
を
や
め
る
権
利
が
あ
る
」（
日
本
側
付
属

文
書
）
と
注
文
を
つ
け
て
い
る
の
に
た
い
し
て
、
ア
メ
リ
カ
側
は
「
通
商
法

　

条
の
発
動
に
つ
い
て
は
制
約
さ
れ
な
い
」（
ア
メ
リ
カ
側
付
属
文
書
）
と

３０１し
、「
客
観
基
準
」
は
一
定
量
の
日
本
の
輸
入
「
達
成
を
求
め
る
物
差
し
」

で
、
そ
の
実
現
の
た
め
に
「
制
裁
の
引
き
金
」
と
し
て　

条
を
行
使
す
る

３０１

（
同
、
七
月
一
〇
日
夕
刊
付
、
七
月
十
三
日
付
）
構
え
を
く
ず
し
て
い
な

か
っ
た
の
で
あ�

  

（
４
）　

「
包
括
協
議
」
次
官
級
準
備
会
合
で
、
ア
メ
リ
カ
代
表
の
ア
ル
ト
マ
ン
財

務
副
長
官
は
、
①
日
本
の
、
Ｇ
Ｄ
Ｐ
に
た
い
す
る
経
常
収
支
黒
字
比
率
を
、
三
、

（
５
）

が
、

（
６
）

る
。
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四
年
以
内
に
現
行
の
三
・
五
％
か
ら
二
％
以
下
に
引
下
げ
る
こ
と
。
②
日
本
の
、

工
業
製
品
輸
入
の
対
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
率
を
、
同
じ
く
三
、
四
年
以
内
に
現
行
水
準
か

ら
三
分
一
増
加
さ
せ
る
こ
と
、
と
具
体
的
な
数
値
目
標
の
設
定
を
提
案
し
た

（R.  C.  Altm
an,  op.  cit.,  p.4

          
                 

）。
そ
れ
に
た
い
し
て
、
日
本
側
は
、
Ｇ
Ｄ
Ｐ
の
大

き
さ
や
輸
出
入
量
及
び
サ
ー
ビ
ス
収
支
は
政
府
が
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
も
の

で
は
な
く
、「
市
場
経
済
の
下
で
ど
の
政
府
も
特
定
品
目
の
輸
入
量
を
決
め
る
わ

け
に
い
か
な
い
」
の
で
あ
り
、
ア
ル
ト
マ
ン
の
要
求
は
と
う
て
い
「
実
行
不
可

能
」
で
あ
る
と
し
て
猛
烈
に
反
駁
し
峻
拒
し
た
（
畠
山
襄
『
通
商
交
渉
国
益
を
巡

る
ド
ラ
マ
』、
日
本
経
済
新
聞
社
、
一
九
九
六
年
、
七
六
―
七
八
頁
）。

  

（
５
）　

七
月
一
〇
日
の
日
米
「
包
括
協
議
」
合
意
内
容
の
全
文
と
解
説
は
、『
日

本
経
済
新
聞
』
九
三
年
七
月
一
〇
日
夕
刊
付
を
参
照
。

  

（
６
）　

「
包
括
協
議
」
の
枠
組
み
構
成
に
当
っ
て
、
日
本
側
は
次
の
よ
う
な
方
針

を
建
て
て
対
米
交
渉
し
た
。
①
数
値
目
標
設
定
の
排
除
、
②
ア
メ
リ
カ
に
よ
る

　

条
や
そ
の
他
の
一
方
的
制
裁
措
置
発
動
の
拘
束
、
③
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
ル
ー
ル
の
尊

３０１重
、
④
政
府
の
手
が
届
く
範
囲
内
の
事
柄
に
交
渉
を
限
定
、
⑤
最
恵
国
待
遇
の

原
則
、
⑥
日
米
双
方
通
行
の
対
話
（
日
本
側
だ
け
で
は
な
く
、
ア
メ
リ
カ
側
の

問
題
も
同
時
に
と
り
あ
げ
る
）（
原
口
幸
一
、
前
掲
、
六
八
頁
、
畠
山
襄
、
前

掲
、
七
二
―
七
四
頁
参
照
）。
じ
っ
さ
い
の
交
渉
の
結
果
は
、
①
②
は
ア
メ
リ
カ

か
ら
の
約
束
取
付
け
に
失
敗
、
③
④
は
実
質
的
に
無
視
さ
れ
―
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
ル
ー

ル
が
尊
重
さ
れ
る
な
ら
、
も
と
も
と
初
め
か
ら　

条
―
二
国
間
交
渉
方
式
は
成

３０１

り
立
ち
え
な
い
―
、
⑤
は
、
ア
メ
リ
カ
が
国
際
競
争
力
を
も
つ
得
意
産
業
部
門

に
関
心
を
集
中
し
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
問
題
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
日
米
二

国
間
交
渉
は
ユ
ニ
テ
ラ
リ
ズ
ム
（
一
方
主
義
）
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
ア

メ
リ
カ
の
主
張
を
正
当
化
す
る
口
実
に
使
わ
れ
た
。
⑥
は
実
現
し
た
が
、
形
式

の
み
で
、「
米
側
は
包
括
協
議
の
目
的
は
、
あ
く
ま
で
日
本
側
の
行
動
を
求
め
る

た
め
の
も
の
で
あ
り
、
米
側
措
置
に
つ
い
て
話
し
合
い
に
は
応
ず
る
が
、
原
則

と
し
て
交
渉
の
対
象
と
は
な
し
え
な
い
、
と
の
立
場
を
堅
持
し
」（
原
口
幸
市
、

同
、
六
八
―
六
九
頁
）、
日
本
側
の
注
文
を
聞
き
お
く
だ
け
の
態
度
を
と
っ
た
。

  

　

日
本
側
の
渉
に
当
っ
た
畠
山
通
産
審
議
官
は
、「
共
同
声
明
の
中
で
…
…
数
値

目
標
は
マ
ク
ロ
、
ミ
ク
ロ
と
も
か
ろ
う
じ
て
落
ち
た
」、
数
値
目
標
設
定
は
盛
り

込
ま
れ
な
か
っ
た
（
畠
山
襄
、
同
、
八
一
頁
）
と
言
っ
て
い
る
。
だ
が
、
も
し
真

実
、
「
落
し
」
た
、
日
本
が
ア
メ
リ
カ
に
よ
る
数
値
目
標
設
定
要
求
を
拘
束
し
押

し
返
し
た
の
で
あ
る
の
な
ら
ば
、
な
ぜ
「
実
際
の
交
渉
の
場
」
に
入
る
や
否
や
ア

メ
リ
カ
が
「『
目
標
』
を
求
め
る
…
…
行
動
を
と
る
こ
と
に
な
っ
」
た
（
同
、
八

三
頁
）
の
か
。
日
本
側
の
言
う
と
お
り
で
あ
る
な
ら
、
ア
メ
リ
カ
が
数
値
指
標

を
求
め
る
行
動
を
と
れ
る
は
ず
が
な
い
し
、
日
米
共
同
声
明
の
さ
い
の
「
客
観

基
準
」
は
「
達
成
を
求
め
る
物
差
し
で
あ
り
、
制
裁
の
引
き
金
に
な
り
う
る
」

（
『
日
本
経
済
新
聞
』
九
三
年
七
月
十
三
日
付
）
と
す
る
ア
メ
リ
カ
政
府
の
公
式
説

明
に
た
い
し
て
な
ぜ
日
本
政
府
が
厳
重
抗
議
し
な
か
っ
た
の
か
分
ら
な
い
。「
包

括
協
議
」
の
枠
組
み
合
意
に
お
い
て
、
日
本
側
は
「
数
値
目
標
を
阻
止
す
る
と
い

う
原
則
を
貫
け
た
」（
同
、
七
月
一
一
日
付
）
と
い
う
日
本
政
府
筋
の
説
明
は
、

一
方
的
な
願
望
あ
る
い
は
自
己
欺
瞞
な
い
し
責
任
の
が
れ
と
い
わ
れ
て
も
仕
方

な
い
で
あ
ろ
う
。

　

い
ま
一
度
数
値
目
標
方
式
に
つ
い
て
み
る
と
、
そ
れ
は
貿
易
相
手
国
市
場

に
お
け
る
一
定
量
の
輸
入
数
量
な
い
し
一
定
の
市
場
シ
ェ
ア
を
予
め
決
定
し

て
お
き
、
同
数
量
に
達
す
る
ま
で
輸
入
増
加
さ
せ
る
こ
と
を
相
手
国
政
府
に

保
障
さ
せ
、
も
し
そ
れ
が
実
現
で
き
な
け
れ
ば
何
ら
か
の
制
裁
措
置
が
課
せ

ら
れ
、
強
制
力
が
作
用
す
る
と
い
う
仕
組
み
で
あ
る
。
こ
の
ば
あ
い
、
数
値

目
標
と
し
て
は
輸
入
最
低
数
量
や
市
場
シ
ェ
ア
の
ほ
か
に
、
第
三
国
市
場
に

お
け
る
外
国
製
品
シ
ェ
ア
あ
る
い
は
輸
入
の
ト
レ
ン
ド
（
伸
び
率
）
が
設
定

さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
輸
入
国
側
が
輸
入
拡
大
の
義
務

を
負
う
の
に
は
変
り
な
い
。
輸
入
制
限
の
ば
あ
い
、
輸
入
規
制
手
段
と
し
て

の
輸
出
自
主
規
制
（Voluntary  

E
xport  R

estraint,
 

V
E

R
 
          
       
           
 
 

）
は
、
ア
メ
リ
カ
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の
よ
う
な
輸
入
国
側
が
輸
入
規
制
す
る
の
で
は
な
く
て
、
反
対
に
日
本
の
よ

う
な
輸
出
国
側
が
輸
出
数
量
を
制
限
し
て
、
輸
入
国
が
輸
入
制
限
の
実
を
あ

げ
る
こ
と
が
で
き
る
の
と
全
く
同
様
で
あ
り
、
輸
入
数
値
目
標
設
定
方
式

（
通
常
、
輸
入
自
主
拡
大<

Voluntary  
Im

port  E
xpansion,  

 
 
           
      
          

Ｖ
Ｉ
Ｅ>

 

と
呼

ば
れ
て
い
る
）
は
、
ア
メ
リ
カ
の
よ
う
な
輸
出
国
側
が
輸
出
拡
大
努
力
を
す

る
の
で
は
な
く
て
、
逆
に
日
本
の
よ
う
な
輸
入
国
側
が
輸
入
数
量
を
増
加
さ

せ
て
、
そ
の
結
果
輸
出
国
が
輸
出
拡
大
目
的
を
実
現
で
き
る
方
法
で
あ
る
。

こ
の
輸
入
数
値
目
標
＝
Ｖ
Ｉ
Ｅ
の
内
実
は
、
Ｊ
・
Ｎ
・
バ
グ
ワ
テ
ィ
の
言
う

よ
う
な
輸
入
の
「『
自
主
』
拡
大
で
は
ま
っ
た
く
な
い
。
そ
れ
は
『
管
理
貿

易
』
と
い
う
表
現
で
は
甘
す
ぎ
る
」、
ま
さ
し
く
「
強
制
輸
入
に
ほ
か
な
ら
な

い
」（
畠
山
襄
、
前
掲
、
七
〇
頁
）
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
日
本
の
よ

う
な
「
見
え
な
い
」
輸
入
制
限
制
度
や
商
慣
行
に
よ
る
貿
易
障
壁
が
存
在
し

て
い
る
国
に
た
い
し
て
は
、
市
場
開
放
度
を
測
定
す
る
尺
度
と
し
て
数
値
目

標
方
式
の
導
入
は
妥
当
で
あ
る
と
い
う
ア
メ
リ
カ
側
の
主
張
に
は
、
も
と
よ

り
正
当
性
も
合
理
的
な
根
拠
も
あ
る
わ
け
で
は
な�

数
値
目
標
を
受
け
入

れ
た
輸
入
国
が
、
自
国
市
場
の
割
譲
の
見
返
り
と
し
て
相
手
国
側
か
ら
与
え

ら
れ
る
の
は
、
従
来
通
り
に
「
開
か
れ
た
貿
易
制
度
を
維
持
す
る
」
保
証
の

み
で
あ
り
、
何
ら
積
極
的
な
経
済
利
益
が
得
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
一
方

的
な
犠
牲
負
担
を
負
う
だ
け
で
あ
る
。
そ
う
し
た
一
方
的
な
責
任
と
負
担
を

伴
う
実
質
的
な
「
強
制
輸
入
」
の
約
束
ご
と
に
、
進
ん
で
応
ず
る
国
が
あ
る

と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
り
、
数
値
目
標
を
呑
ま
せ
る
た
め
に
は
何
ら
か

の
強
制
力
が
当
然
な
が
ら
伴
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
れ
は
、
ア
メ
リ
カ
の
よ

う
な
世
界
一
巨
大
な
政
治
力
と
経
済
力
を
も
ち
―
非
米
諸
国
に
と
っ
て
ア
メ

リ
カ
市
場
の
大
き
さ
と
対
米
市
場
依
存
の
大
き
さ
は
、
ア
メ
リ
カ
に
と
っ
て

は
自
分
の
言
い
分
を
通
す
た
め
の
「
人
質
」
要
因
に
な
り
う
る
―
、
　

条
の

３０１

よ
う
な
一
方
的
な
脅
迫
手
段
を
備
え
て
い
る
国
の
み
が
実
行
し
う
る
通
商
政

策
手
段
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ク
リ
ン
ト
ン
政
権
は
、
　

条
を
有
力
な
「
ミ
サ

３０１
（
７
）

い
。

イ
ル
」
的
な
武
器
に
し
、
同
国
の
「
虎
の
子
」
の
高
度
ハ
イ
テ
ク
産
業
を
防

衛
し
か
つ
発
展
さ
せ
る
た
め
に
は
通
商
政
策
手
段
に
よ
る
政
府
保
護
が
必
要

で
あ
る
と
す
る
「
戦
略
的
貿
易�

で
理
論
武
装
し
、
力
づ
く
で
、　

条
―

３０１

二
国
間
交
渉
―
数
値
目
標
設
定
交
渉
に
日
本
政
府
を
引
き
ず
り
込
み
、
有
効

な
抵
抗
を
す
る
こ
と
な
く
、
日
本
側
は
ず
る
ず
る
と
譲
歩
を
重
ね
た
の
で

あ
っ
た
。
後
期
レ
ー
ガ
ン
政
権
の
日
米
Ｍ
Ｏ
Ｓ
Ｓ
協
議
と
ブ
ッ
シ
ュ
政
権
の

日
米
Ｓ
Ｉ
Ｉ
協
議
が
第
一
、
第
二
ラ
ウ
ン
ド
な
ら
ば
、
ク
リ
ン
ト
ン
政
権
の

日
米
「
包
括
協
議
」
は
第
三
ラ
ウ
ン
ド
の
日
米
二
国
間
通
商
交
渉
で
あ
っ
た
。

第
一
、
第
二
ラ
ウ
ン
ド
に
お
け
る
日
本
の
基
準
・
認
承
制
度
の
改
正
、
政
府

調
達
の
内
外
差
別
の
是
正
お
よ
び
日
本
の
国
内
企
業
シ
ス
テ
ム
や
流
通
制
度

等
経
済
制
度
の
変
革
な
ど
に
よ
る
市
場
開
放
に
と
ど
ま
ら
ず
、
第
三
ラ
ウ
ン

ド
で
は
そ
う
し
た
た
ん
な
る
市
場
開
放
を
こ
え
て
輸
入
数
値
目
標
の
設
定
に

よ
る
日
本
市
場
の
割
譲
が
強
制
さ
れ
た
の
で
あ
り
、　

条
の
活
用
に
も
と
づ

３０１

く
ア
メ
リ
カ
の
市
場
開
放
要
求
の
行
き
着
く
先
が
数
値
目
標
で
あ
っ
た
の
で

あ
る
。
ま
た
そ
こ
で
は
、
ア
メ
リ
カ
に
よ
る
二
国
間
通
商
交
渉
の
真
の
目
的

が
、
た
ん
な
る
貿
易
の
自
由
化
や
「
公
正
貿
易
」
体
制
の
構
築
な
ど
で
は
な

く
、
ア
メ
リ
カ
自
身
の
た
め
の
輸
出
拡
大
の
実
現
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
こ

と
が
暴
露
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

  

（
７
）　

わ
が
国
の
「
産
業
構
造
審
議
会
」
は
、
（
１
）「
外
国
産
品
の
シ
ェ
ア
が
低

い
と
い
う
事
実
か
ら
そ
の
市
場
が
閉
鎖
的
で
あ
る
と
は
断
定
」
で
き
な
い
、
市

場
の
開
放
度
と
市
場
シ
ェ
ア
は
一
致
し
な
い
。（
２
）
「
数
値
目
標
を
政
府
の
手

段
で
達
成
で
き
」
な
い
。（
３
）
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
違
反
、
の
三
点
を
あ
げ
て
輸
入
数
値

目
標
方
式
の
不
当
性
を
指
摘
し
て
い
る
（
九
四
年
一
月
一
九
日
「
数
値
目
標
設
定

型
の
貿
易
政
策
に
つ
い
て
の
見
解
」
）。
数
値
目
標
方
式
の
不
合
理
性
に
つ
い
て

く
わ
し
く
は
新
堀
聰
、
前
掲
、
二
二
六
―
三
一
、
二
五
九
―
七
〇
頁
、
松
下
満

雄
他
『
日
米
経
済
対
決
の
構
図
』（
東
洋
堂
企
画
出
版
社
、
一
九
九
五
年
）、
第
二

部
第
二
章
、
畠
山
襄
、
前
掲
、
第
二
章
な
ど
参
照
。

（
８
）

論
」
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な
お
、
ク
リ
ン
ト
ン
政
権
の
主
要
な
ブ
レ
イ
ン
ト
ラ
ス
ト
の
一
人
と
目
さ
れ

て
い
る
Ｆ
・
バ
ー
グ
ス
テ
ン
国
際
経
済
研
究
所
長
も
、
数
値
目
標
方
式
の
非
合
理

性
を
認
め
て
い
る
（F.  Bergstein  

and  
M

.  N
oland,  op.  cit.,

                  
   
                

　

前
掲
訳
、
三
二
四

―
二
五
、
三
四
六
頁
）
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
バ
ー
グ
ス
テ
ン
は
「
ア
メ
リ
カ

（
あ
る
い
は
外
国
）
企
業
が
競
争
力
を
も
っ
て
い
る
」
の
に
、
日
本
市
場
の
よ
う

な
「
カ
ル
テ
ル
そ
の
他
の
構
造
問
題
が
外
国
企
業
の
参
入
を
制
限
し
…
…
完
全

な
自
由
化
が
困
難
な
ば
あ
い
に
は
、
暫
定
的
な
自
主
的
輸
入
拡
大
（
Ｖ
Ｉ
Ｅ
）
を

検
討
す
べ
き
で
あ
る
」（
三
四
六
頁
）
と
し
て
、
輸
入
数
値
目
標
方
式
の
採
用
を

推
奨
し
、
か
つ
「
こ
の
戦
略
を
積
極
的
に
推
し
進
め
よ
う
と
す
れ
ば
、
『
声
が
大

き
い
』
者
が
優
先
さ
れ
」
て
勝
つ
（
三
二
四
頁
）
と
妙
な
主
張
を
し
て
い
る
。
経

済
諮
問
委
員
会
委
員
長
の
Ｌ
・
タ
イ
ソ
ン
も
、
数
値
目
標
を
、
「
次
善
の
策
」
と

認
め
つ
つ
も
「
何
も
し
な
い
よ
り
は
優
れ
て
い
る
」
と
し
て
擁
護
し
て
い
る
（L.  

   

D
.  Tyson,  W

ho'
 

Bashing  
W

hom
?

           
             
   
 

　1993,

     
　

阿
部
司
訳
『
誰
が
誰
を
叩
い
て
い

る
の
か
』、
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社
、
一
九
九
三
年
、
一
九
〇
頁
）。

  

（
８
）　

九
〇
年
代
に
ア
メ
リ
カ
の
学
界
の
な
か
に
登
場
し
て
き
た
「
戦
略
的
貿

易
論
」
に
つ
い
て
は
、L.  D

.  Tyson,  ibid.,

 
   
               

　

伊
藤
元
重
『
通
商
摩
擦
は
な
ぜ
起
き

る
の
か
』（
Ｎ
Ｔ
Ｔ
出
版
、
二
〇
〇
〇
年
）
、
第
九
章
、
が
分
り
や
す
い
。

　

「
包
括
協
議
」
の
舞
台
に
日
本
を
あ
げ
て
し
ま
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
の
も
の

で
ア
メ
リ
カ
の
勝
ち
で
あ
る
。
九
三
年
九
月
か
ら
同
「
協
議
」
が
開
始
さ
れ

た
が
、「
数
値
目
標
（「
客
観
基
準
」）
は
市
場
開
放
度
を
示
す
尺
度
」
で
あ

り
、「
制
裁
の
引
き
金
の
対
象
に
な
り
う
る
」
の
態
度
を
一
貫
し
て
保
持
し

て
き
て
い
た
ア
メ
リ
カ
政
府
は
、「
本
協
議
に
入
る
や
、
外
国
製
品
が
日
本

市
場
に
占
め
る
×
×
年
後
の
マ
ー
ケ
ッ
ト
シ
ェ
ア
だ
と
か
…
…
毎
年
の
伸
び

率
を
過
去
の
伸
び
率
以
上
と
約
束
せ
よ
、
と
か
、
数
値
目
標
を
要
求
し
た
」

（
畠
山
襄
、
前
掲
、
八
三
頁
）。
ア
メ
リ
カ
側
に
よ
れ
ば
、
日
本
を
除
く
ド
イ

ツ
・
フ
ラ
ン
ス
・
ア
メ
リ
カ
等
Ｇ
６
国
市
場
で
の
外
国
製
品
シ
ェ
ア
は
、
電

気
通
信
が
二
五
％
（
日
本
で
は
五
％
、
以
下
同
）、
医
療
機
器
四
〇
～
七
五

％
（
二
一
％
）、
自
動
車
二
二
～
七
八
％
（
三
％
）、
自
動
車
部
品
一
六
～
六

〇
％
（
二
％
）、
保
険
一
〇
～
三
三
％
（
二
％
）
な
ど
で
あ
り
、
日
本
市
場
に

お
け
る
外
国
製
品
・
サ
ー
ビ
ス
の
シ
ェ
ア
を
、「
す
べ
て
の
分
野
に
お
い
て

他
の
先
進
国
並
み
の
も
の
に
す
る
こ
と
を
目
指
し
」（
Ｃ
・
パ
シ
ェ
フ
ス
キ
ー

Ｕ
Ｓ
Ｔ
Ｒ
次
席
代
表
、『
フ
ォ
ー
サ
イ
ト
』、
前
掲
、
三
三
頁
）
て
、
ア
メ
リ

カ
は
輸
入
数
値
指
標
の
設
定
を
対
日
要
求
し
た
。「
日
本
は
現
在
不
況
に
あ

え
い
で
い
」
る
、
こ
う
し
た
状
況
下
で
は
ア
メ
リ
カ
の
要
求
を
受
入
れ
る
余

裕
が
な
い
と
い
う
日
本
側
の
苦
情
に
も
、「
不
況
に
つ
い
て
は
…
…
お
互
い

様
で
す
」、「
日
本
の
現
在
の
不
況
を
、
市
場
ア
ク
セ
ス
を
制
限
す
る
口
実
に

す
る
の
は
か
な
り
難
し
い
し
、
あ
ま
り
い
い
印
象
を
受
け
ま
せ
ん
」（
パ

シ
ェ
フ
ス
キ
ー
次
席
代
表
、
同
）
と
つ
っ
ぱ
ね
、
取
り
付
く
島
も
な
か
っ

た
。
日
本
側
は
、
輸
入
外
国
製
品
の
品
質
や
価
格
を
考
慮
せ
ず
に
そ
れ
と
無

関
係
に
一
定
量
の
ア
メ
リ
カ
や
外
国
製
品
の
優
先
的
購
入
を
約
束
す
る
の
は

無
茶
で
理
不
尽
で
あ
り
、
し
か
も
政
府
介
入
の
「
管
理
貿
易
」
に
な
っ
て
不

当
で
あ
る
。
先
の
第
一
次
・
第
二
次
「
日
米
半
導
体
協
定
」
の
苦
い
経
験
に

鑑
み
て
�  
「
絶
対
に
認
め
ら
れ
な
い
」
と
し
て
数
値
目
標
設
定
要
求
に
抵

抗
し
、
九
四
年
二
月
の
日
米
首
脳
会
談
で
は
、
細
川
首
相
は
「
で
き
な
い
こ

と
は
で
き
な
い
」
と
ア
メ
リ
カ
の
主
張
を
退
け
て
「
包
括
協
議
」
交
渉
の
全

面
的
決
裂
に
導
い
た
。
だ
が
、
ア
メ
リ
カ
側
は
、　

条
制
裁
の
行
使
を
ち
ら

３０１

つ
か
せ
（
九
四
年
三
月
に
大
統
領
行
政
命
令
で
ス
ー
パ
ー　

条
の
復
活
、
九

３０１

四
年
七
月
に
電
気
通
信
・
医
療
機
器
の
政
府
調
達
に
た
い
す
る　

条
制
裁
適

３０１

用
の
予
告
、
九
五
年
五
月
に
輸
入
日
本
車
の　

条
制
裁
候
補
リ
ス
ト
の
発
表

３０１

な
ど
）、「
数
値
目
標
要
求
を
の
ま
な
け
れ
ば
為
替
調
整
だ
」
と
日
本
が
も
っ

と
も
恐
れ
る
円
高
為
替
攻
勢
な
ど
も
か
ら
め
て
強
い
圧
力
を
か
け
た
。
九
四

年
二
月
の
日
米
交
渉
決
裂
と
い
う
史
上
未
曽
有
な
事
態
に
た
い
し
て
も
、
日

本
に
は
「
戦
前
の
国
際
連
盟
脱
退
を
思
い
出
さ
せ
る
」
と
い
う
よ
う
な
悲
愴

（
９
）

も
、
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な
雰
囲
気
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
ア
メ
リ
カ
側
は
「
ボ
ー
ル
は
日
本
側

の
コ
ー
ト
に
あ
る
」「
東
京
が
新
し
い
提
案
を
し
さ
え
す
れ
ば
協
議
は
す
ぐ

に
再
開
さ
れ
る
」（R

.
 

C
.

 
A

ltm
an,  op.

 
cit,  p.6

 
   
   
   
                

）、
つ
ま
り
ア
メ
リ
カ
は
何
も

す
る
気
は
な
い
、
日
本
は
す
ぐ
に
折
れ
て
く
る
と
読
ん
で
タ
カ
を
く
く
っ
て

涼
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
結
局
は
、
Ｍ
Ｏ
Ｓ
Ｓ
や
Ｓ
Ｉ
Ｉ
協
議
の
場
合
と
同

様
に
、
ア
メ
リ
カ
の　

条
等
の
圧
力
に
押
し
切
ら
れ
て
、
輸
入
数
値
目
標
な

３０１

い
し
そ
れ
に
近
い
も
の
の
日
本
側
の
受
入
れ
で
決
着
す
る
結
果
に
な
っ
た
。

  

（
９
）　

「
第
一
次
日
米
半
導
体
協
定
」（
八
六
年
九
月
発
効
）
は
、
つ
ぎ
の
よ
う

な
事
項
か
ら
な
る
。
①
ア
メ
リ
カ
商
務
省
に
よ
る
日
本
製
半
導
体
の
対
米
輸
出

価
格
の
規
制
。
②
同
じ
く
日
本
製
半
導
体
の
対
第
三
国
向
け
輸
出
価
格
の
規
制
。

③
日
本
市
場
に
お
け
る
外
国
製
半
導
体
（
大
部
分
が
ア
メ
リ
カ
製
）
の
シ
ェ
ア
拡

大
。
③
に
関
す
る
付
属
秘
密
文
書
の
中
に
「
日
本
政
府
は
五
年
以
内
に
外
国
企

業
の
シ
ェ
ア
を
二
〇
％
に
す
る
目
標
…
…
の
達
成
を
援
助
す
る
た
め
に
努
力
す

る
」
の
文
言
が
あ
り
、
こ
れ
が
事
実
上
の
日
本
に
よ
る
数
値
目
標
の
設
定
合
意

と
み
な
さ
れ
、
そ
れ
を
根
拠
に
し
て
、
八
七
年
四
月
に
ア
メ
リ
カ
は
②
③
事
項

の
違
反
を
理
由
に
し
て
対
日　

条
制
裁
（
日
本
製
パ
ソ
コ
ン
・
電
動
具
・
カ
ラ
ー

３０１

Ｔ
Ｖ
に
対
す
る
一
〇
〇
％
の
関
税
率
賦
課
の
「
た
す
き
が
け
」
制
裁
）
を
発
動
し

た
。

  

　

「
第
二
次
日
米
半
導
体
協
定
」
（
九
一
年
八
月
発
効
、
有
効
期
限
五
年
）
で
は

「
日
本
政
府
は
、
外
国
製
半
導
体
の
市
場
シ
ェ
ア
が
九
二
年
末
ま
で
に
二
〇
％
を

超
え
る
と
い
う
米
国
半
導
体
業
界
の
期
待
が
実
現
さ
れ
う
る
も
の
と
考
え
、
こ

の
期
待
の
実
現
を
歓
迎
す
る
」
と
い
う
事
実
上
の
市
場
シ
ェ
ア
二
〇
％
超
の
輸

入
数
値
目
標
値
が
協
定
の
中
に
明
記
さ
れ
た
。
日
本
政
府
は
、
「
外
国
製
半
導
体

が
日
本
市
場
で
二
〇
％
を
超
え
る
シ
ェ
ア
を
有
す
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
、
こ

の
協
定
に
よ
っ
て
日
本
政
府
が
コ
ミ
ッ
ト
し
た
」
わ
け
で
は
な
く
、「
日
本
政
府

は
そ
の
旨
の
米
国
業
界
の
期
待
を
認
識
し
た
だ
け
」
で
「『
そ
の
期
待
を
実
現
す

る
』
と
も
『
実
現
す
る
よ
う
に
日
本
業
界
を
指
導
す
る
』
と
も
約
束
し
て
い
な

い
」
（
畠
山
襄
、
前
掲
、
六
七
項
）
と
言
い
訳
し
て
い
る
が
、
ア
メ
リ
カ
側
は
こ

の
「
新
協
定
で
は
二
〇
％
の
市
場
ア
ク
セ
ス
目
標
が
明
確
に
記
さ
れ
、
両
国
政

府
は
一
九
九
二
年
度
末
ま
で
に
達
成
す
る
こ
と
で
合
意
し
て
い
た
」。
Ｕ
Ｓ
Ｔ
Ｒ

は
「
わ
れ
わ
れ
が
必
ず
得
ら
れ
る
と
考
え
て
い
る
実
質
的
な
市
場
ア
ク
セ
ス
を

得
ら
れ
な
か
っ
た
場
合
、
制
裁
を
再
び
科
す
こ
と
も
あ
り
う
る
と
述
べ
た
」
（L.  

   

D.  Tyson,  op.  cit.

 
                 

　

前
掲
訳
、
一
八
四
頁
）
と
明
言
し
て
い
る
。

  

　

輸
入
数
値
目
標
を
設
定
し
た
「
日
米
半
導
体
協
定
」
に
よ
っ
て
、
日
本
の
半
導

体
の
輸
出
拡
大
が
阻
害
さ
れ
た
ば
か
り
か
、
逆
に
輸
入
増
加
が
強
制
さ
れ
（
外

国
製
半
導
体
の
日
本
市
場
で
の
シ
ェ
ア
は
九
五
年
第
Ⅳ
四
半
期
に
三
〇
％
に
上

昇
）
、
し
か
も
通
産
省
の
行
政
指
導
に
よ
る
日
本
の
半
導
体
メ
ー
カ
ー
に
対
す
る

生
産
・
設
備
投
資
規
制
や
円
高
高
進
の
影
響
も
加
わ
っ
て
、
日
本
の
半
導
体
産
業

は
急
激
な
衰
退
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
日
本
の
半
導
体
産
業
に
対
す
る
政
治
手

段
的
な
封
じ
込
め
を
か
て
に
し
て
、
ア
メ
リ
カ
の
半
導
体
産
業
は
息
を
吹
き
返

し
て
復
活
し
、
漁
夫
の
利
を
え
た
韓
国
・
台
湾
の
半
導
産
業
が
め
ざ
ま
し
く
世
界

市
場
に
台
頭
し
た
。「
日
米
半
導
体
協
定
」
に
つ
い
て
く
わ
し
く
は
伊
藤
元
重
、

前
掲
、
第
六
章
、L.  D

.  Tyson,  op.  cit,

 
   
                 

　

前
掲
訳
、
第
四
章
な
ど
を
参
照
。

　

日
米
「
包
括
協
議
」
結
果
の
主
な
合
意
内
容
を
み
る
と
、
ま
ず
（
１
）「
政

府
調
達
」
分
野
・
電
気
通
信
及
び
医
療
機
器
（
九
四
年
一
〇
月
一
日
合
意
）。

①
日
本
の
輸
入
額
が
、「
意
味
の
あ
る
相
当
程
度
の
増
加
に
向
け
た
進
展
が

あ
る
か
ど
う
か
を
評
価
す
る
」。
②
そ
の
た
め
に
、「
日
本
の
購
入
額
と
シ
ェ

ア
の
実
績
」
を
、「『
外
国
業
者
に
よ
る
年
間
の
入
札
件
数
』『
外
国
製
機
器
・

サ
ー
ビ
ス
の
相
対
的
国
際
競
争
力
』
そ
の
他
五
つ
の
『
定
量
的
・
定
性
的
基

準
』
に
よ
っ
て
、
計
測
す
る
」。
③
毎
年
、
実
績
レ
ビ
ュ
ー
の
た
め
の
日
米

共
同
会
合
を
開
催
し
、
実
績
が
不
十
分
な
場
合
に
は
日
本
側
が
「
適
切
な
措

置
を
と
る
」、
な
い
し
ア
メ
リ
カ
側
に
問
題
が
あ
れ
ば
ア
メ
リ
カ
側
が
「
適

切
な
措
置
」
を
と
る
。
要
す
る
に
、
実
績
数
値
の
事
後
点
検
に
よ
る
日
本
の
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輸
入
数
量
増
加
強
制
方
法
が
採
用
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
合
わ
せ
て
入
札
の

さ
い
の
「
総
合
評
価
方
式
」（
価
格
だ
け
で
は
な
く
性
能
、
耐
久
性
要
因
も
考

慮
さ
れ
る
）
の
採
用
も
決
定
さ
れ
た
（
九
五
年
四
月
か
ら
一
定
額
以
上
の
調

達
に
つ
い
て
実
施
）。

　

（
２
）「
自
動
車
・
同
部
品
」（
九
五
年
六
月
二
八
日
合
意
）。
日
米
共
同
発

表
の
自
動
車
合
意
文
書
の
記
載
事
項
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

①
日
本
は
北
米
製
完
成
車
の
輸
入
を
増
加
す
る
（
九
八
年
ま
で
に
○
○
○

か
ら
○
○
○
へ
増
加
）。

　

②
日
本
企
業
は
日
本
で
使
用
す
る
外
国
製
部
品
の
購
入
を
増
加
す
る
（
九

八
年
ま
で
に
○
○
○
金
額
増
加
）。

　

③
日
本
企
業
に
よ
る
北
米
現
地
生
産
の
完
成
車
生
産
台
数
を
引
上
げ
る

（
九
八
年
ま
で
に
○
○
○
か
ら
○
○
○
へ
増
加
）。

　

④
日
本
の
現
地
企
業
は
北
米
製
部
品
の
購
入
を
増
加
す
る
（
九
八
年
ま
で

に
○
○
○
金
額
ま
で
に
増
加
）。

　

橋
本
通
産
大
臣
は
、
右
の
共
同
発
表
の
な
か
の
○
○
○
に
該
当
す
る
数
量

目
標
は
、
日
本
の
自
動
車
企
業
が
自
主
的
に
設
定
し
、
Ｕ
Ｓ
Ｔ
Ｒ
が
見
積
も

る
数
字
で
あ
っ
て
、「
日
本
政
府
は
関
与
し
な
い
」
と
注
釈
し
た
。
だ
が
ア

メ
リ
カ
政
府
は
、
同
時
発
表
の
付
属
資
料
の
な
か
で
、
①
は
年
間
三
〇
万
台

へ
増
加
、
②
は
九
八
年
ま
で
に
六
〇
億
ド
ル
、
③
は
二
一
〇
万
台
か
ら
九
八

年
ま
で
に
二
六
五
万
台
へ
増
産
、
④
は
九
八
年
ま
で
に
北
米
製
部
品
調
達
率

を
五
六
％
に
引
上
げ
て
、
六
七
億
五
千
万
ド
ル
の
純
増
加
、
そ
の
他
日
本
国

内
に
お
け
る
外
国
車
取
扱
い
デ
ィ
ー
ラ
ー
数
を
二
〇
〇
〇
年
ま
で
に
一
千
店

に
増
加
す
る
と
い
う
よ
う
に
、
合
意
文
書
の
な
か
の
○
○
○
に
該
当
す
る
具

体
的
な
数
字
を
明
示
し
、
事
実
上
数
値
目
標
が
設
定
さ
れ
た
も
の
と
し
て
取

扱
い
、
し
か
も
Ｕ
Ｓ
Ｔ
Ｒ
や
商
務
省
等
で
構
成
さ
れ
る
「
合
意
の
進
行
状
況

を
監
視
す
る
た
め
の
組
織
」
を
新
設
し
て
、
合
意
事
項
の
実
施
状
況
を
監
視

す
る
、
と
補
足
説
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
同
自
動
車
協
定
は
、
政
府
が
直

接
保
障
す
る
の
で
は
な
く
、
日
本
の
民
間
自
動
車
企
業
に
数
値
目
標
を
設
定

さ
せ
（「
米
国
製
部
品
購
入
計
画
」
及
び
「
海
外
事
業
計
画
」）、
そ
れ
の
実
行

を
政
府
が
輸
入
奨
励
や
行
政
指
導
等
で
支
援
す
る
の
で
あ
り
、
日
本
政
府
が

間
接
的
に
数
値
目
標
を
承
認
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

（
３
）「
板
ガ
ラ
ス
」（
九
四
年
一
二
月
一
二
日
合
意
）。
①
日
本
政
府
は
、

ア
メ
リ
カ
企
業
が
国
際
競
争
力
を
も
つ
複
層
ガ
ラ
ス
（
断
熱
・
安
全
ガ
ラ

ス
）
を
公
共
事
業
に
お
い
て
積
極
的
に
採
用
す
る
。
②
住
宅
金
融
公
庫
は
、

複
層
ガ
ラ
ス
利
用
住
宅
建
設
に
対
し
て
通
常
よ
り
も
五
〇
万
円
割
増
融
資
す

る
。
③
建
設
省
は
複
層
ガ
ラ
ス
普
及
の
た
め
の
モ
デ
ル
事
業
を
行
う
。
④
原

則
年
一
回
の
日
米
事
後
点
検
会
合
で
、
合
意
事
項
の
履
行
状
況
を
チ
ェ
ッ
ク

す
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

そ
の
他
の
事
項
の
合
意
内
容
は
第　

表
を
参
照
さ
れ
た�

４９

  

（　

）　

「
包
括
協
議
」
で
電
気
通
信
・
医
療
機
器
の
政
府
調
達
及
び
自
動
車
・
同

１０部
品
と
並
ん
で
優
先
分
野
と
さ
れ
て
取
扱
わ
れ
た
「
保
険
」
（
九
四
年
一
〇
月
一

一
日
合
意
）
の
合
意
内
容
は
、
「
日
米
包
括
経
済
協
議
・
保
険
協
議
合
意
す
る
」

（
『
生
命
保
険
協
会
会
報
』
第
二
四
二
巻
）
、「
金
融
サ
ー
ビ
ス
」（
九
五
年
二
月
一

三
日
合
意
）
の
内
容
は
、「
日
米
包
括
経
済
協
議
・
金
融
サ
ー
ビ
ス
分
野
に
関
す

る
措
置
決
定
」（
『
生
命
保
険
協
会
会
報
』
第
二
四
三
巻
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

  

　

以
上
、
原
口
幸
市
、
前
掲
、
雄
津
京
輔
編
『
世
紀
末
の
日
米
対
決　

ク
リ
ン

ト
ン
政
権
Ⅹ
フ
ァ
イ
ル
』
（
ジ
ェ
ー
ピ
ー
通
信
社
、
一
九
九
七
年
）
、「
日
米
自
動

車
交
渉
の
合
意
文
書
と
両
国
の
公
表
資
料
」（『
世
界
週
報
』
九
五
年
七
月
二
五
日

号
）
、E

.  J.  Lincoln,  op.  cit,  Append.  B,

 
                                 

　

『
通
商
白
書
各
論
・
北
ア
メ
リ
カ
』

平
成
六
～
八
年
度
、
な
ど
参
照
。

　

「
包
括
協
議
」
交
渉
過
程
で
、
ア
メ
リ
カ
が
最
初
に
求
め
て
い
た
「
数
値
目

標
」（num

erical  targets

   
              

）
は
、「
客
観
基
準
」（objective  

criteria,

                   
　

九
三

年
七
月
の
日
米
首
脳
共
同
声
明
）
か
ら
「
定
量
的
・
定
性
的
基
準
」（quali

     
‐

（　

）
１０

い
。
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（  ）

合意後の状況主な合意内容妥結年月日分野別・構造的問題

９４年１０月、日本政府は調達・

運用指針を策定。同指針は

GATT 基準よりも競争促進的

である。

①客観的基準

　（定性的基準・定量的基準５個ずつで総合

的に検討する。なお、同基準は数値目標

ではない）

②日米間の協議メカニズム設置

　（協議の結果、問題が認められる場合に

は必要に応じ適切な措置をとる）

③調達手続きの改善

　（９４年３月末日本政府発表「対外経済改

革要綱」で公表した措置。更なる手続き

改善部分につき「運用指針」を作成）

９４年１０月１日政府調達

日本における米国車新規登録

台 数 は、９５年 度 に４２，３００台

と、対前年比１８．８％増となっ

た。９６年４月、米国政府はモ

ニタリングレポートを発表。

内容は、合意そのもの及び米

政府・米企業の努力を強調す

るものとなっているが，販売

増のために必要な新規ディー

ラー数の増加が予想よりも緩

やかであり、さらなる前進を

必要としている。なお米政府

は，９６年 末 ま で に、２００

ディーラーを達成できると見

積もっているが、その達成は

疑問視されている。

①「自動車・同部品の包括協議合意」（日米

両政府の実施する措置）

　a．外国車の対日市場アクセス促進

　b．自動車部品購入機会拡大

　c．補修部品市場を中心とした規制緩和，

等

②「自動車・同部品に係る日米共同発表」

　同産業をとりまく国際的問題に対する４

原則（世界化、現地化、産業協力及び取引

の透明化）を明らかにし、日米業界の発表

を評価

③「ディーラーシップに係る日米共同発

表」

④公正取引委員会の機能強化、組織・定員

の拡充

＊なお、米国側が一方的に試算した日米自

動車メーカーの部品購入額等について

は、日本政府が関与していないことを明

記している。

９５年６月２８日自動車・自動車部品

９４年、在日米国生損保各社の

合計収入保険料は９５００億円に

上がった。

①保険の商品・料率認可の自由化・弾力化

等の規制緩和措置、②透明性の向上、

等。

　ただし、第三分野の規制緩和については

他の分野の規制緩和の進展度合に応じて

進める。

９４年１０月１日保険

①９６年９月、資産担保証券解

禁

①日本側措置

　a．年金資産運用（投資顧問会社のアク

セス拡大等）

　b．投資信託（投資信託委託業務と投資

一任業務の併営の許可等）

　c．証券（証取法上の有価証券に該当す

る新商品の確認等）

　d．越境資本取引（ユーロ円債等の発行

にかかる包括許可制度の導入）、等

②米国側措置

　a．銀行業務（州による手続き相違の縮

小等）

　b．証券業務（米国証券外務員試験の簡

素化等）、等

９５年１月１０日金融サービス

第４９表　日米「包括協議」の主な合意内容

―　２３６　― （１５�）―　２３６　― （１５�）



  小松　聰：アメリカの高圧的対外経済政策の展開

（  ）

合意後の状況主な合意内容妥結年月日分野別・構造的問題

規制緩和については９５年３月

に日本政府が規制緩和推進計

画を策定、９６年３月に第１回

の見直しを行っている。

競争政策については、

①公正取引委員会の人員を９８

年度までに少なくとも２００

人増員する。

②公正取引委員会の機構を事

務総局体制にした。

③再販制度を９８年末までに廃

止する方向で、独禁法の適

用除外を見直す。

現在の検討状況：

日本の規制緩和推進計画の進展を、ワーキ

ング・グループにおいて継続的に検討。年

次報告書を作成・発表

合意文書なし規制緩和・競争政策

①米国の国際競争力強化措置（質の高い技

術者育成のための教育・訓練，生産・品

質管理の奨励等）

②米国の輸出振興措置（国内外の組織と人

員の強化等）

③米国の対日輸出振興に関する日本との協

力措置（日米貿易促進協力プログラムの

下での協力的行動の実施等）

９４年１０月１日輸出振興・競争力

①日本側の民間が一方的に実

施可能なものについては既

に実施済み

②安全ガラスの普及・促進に

ついては，日米で同一歩調

をとって進めていく。

①日本側措置

　a．輸入促進措置（開銀の低利融資等）

　b．遮熱・安全ガラスの普及・促進

　c．民間建築に関する措置、等

②米国側措置

　a．米国メーカーの日本のビジネス環境

への理解促進

　b．米国メーカーの販売努力、等

９４年１２月１２日板ガラス

①日本側措置

　a．特許庁は、出願から２ヵ月以内に翻

訳文が提出されることを条件に、英

語による出願を受付ける。

　b．特許付与前においては、最初の実態

審査の通知に対する応答期間まで翻

訳の誤りの訂正を認める等

②米国措置

　a．米国特許商標庁は、特許期間を「付

与から１７年」から「最初の出願から２０

年」に改正する法案を提出する。

　b．上記法案は制定日から６ヵ月後に施

行し、その後米国内での総ての出願

に適用、等

９４年１月２０日知的財産権

―　２３５　― （１６�）―　２３５　― （１６�）
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（  ）

合意後の状況主な合意内容妥結年月日分野別・構造的問題

９６年４月、日本政府の対日投

資会議は，「対日投資促進策

の実施について」との発表を

行い，投資環境整備や流通の

透明化等の対策を実施する旨

を明確に打ち出した。

①政府系機関の活用（対日投資会議，
OTO、JETRO等の機能の確認）

②投資促進措置（日本開発銀行プログラム

の活用等）

③外国直接投資促進のための税制インセン

ティブの利用

④規制緩和および内国民待遇措置の確認

（日米両国政府による）

⑤ M ＆ A への外国資本参加のための措置

（日米両国政府による）

⑥土地政策の実施（日本政府による輸入促

進地域の認定等）

⑦労働市場問題への対応（雇用・訓練措置

の外資系企業への無差別等）

⑧内外の企業間関係の円滑化（日米両国政

府によるビジネス・インキュベーター及

び共同施設開発への支援、日米産業界間

の対話を歓迎等）

⑨政策および措置の実施の評価（外資系企

業のプレゼンス調査等）

⑩共通の多数国間投資目標（MAI への積極

的関与）、等

９５年７月２０日投資・企業間関係

コモンアジェンダ（地球的展望に立った協力のための共通課題）

⑳日本側では、学界、言論

界、経済界の有職者で構成す

る「コモンアジェンダ円卓会

議」を発足させ、民間が政府

の取り組みを支援、また行動

計画につき提案するための枠

組をつくり、検討を重ねてい

る。

地球規模の課題に日米共同で対処するた

め、以下２０の部会による取り組みを行って

いる。

（環境７部会）

①環境政策対話、②森林、③海洋、④地球

観測情報ネットワーク、⑤環境・エネル

ギー技術、⑥保全、⑦環境関連開発援

助、⑧人口、⑨エイズ（先進技術４部

会）

⑩全国情報インフラ、⑪道路技術・防災、

⑫民需産業技術、⑬運輸技術（人的資源

の開発２部会）

⑭労働交流、⑮製造技術者交流（以上は発

足当初からの部会）

⑯子どもの健康、⑰麻薬、⑱珊瑚礁、⑲地

域的地球変動研究網（⑯～⑲は９４年５月

の第３回全体会議で追加）

⑳途上国の女性支援（WID）（⑳は９５年１月

の日米首脳会談で追加）

９３年７月発表

次官級の全体

会 議（不 定

期）の共同報

告 書 で レ

ビュー

地球規模の課題

先進技術に関する

二国間協力

人的資源の開発

（出所）　経団連『日米経済ハンドブック』，ジャパン・タイムズ，１９９６年，２３－２５頁。事項の配列順序を変更した。

―　２３４　― （１７�）―　２３４　― （１７�）



tative  
and  

quantitative  
criteria,

                                 
　

九
四
年
五
月
の
林
外
務
審
議
官
と
パ

シ
ェ
フ
ス
キ
ー
Ｕ
Ｓ
Ｔ
Ｒ
次
席
代
表
と
の
合
意
）
へ
と
用
語
表
現
が
二
転
三

転
し
た
。
だ
が
先
送
り
さ
れ
た
用
語
表
現
の
解
釈
は
、
そ
の
時
々
の
力
関
係

に
よ
っ
て
決
ま
る
の
は
明
ら
か
で
あ
り
、
　

条
の
よ
う
な
「
ミ
サ
イ
ル
」
的

３０１

実
力
手
段
を
も
っ
た
ア
メ
リ
カ
が
実
質
的
に
数
値
目
標
設
定
方
針
を
貫
い
た

と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
実
際
ク
リ
ン
ト
ン
大
統
領
は
、「
わ
れ
わ
れ
は
」

数
値
目
標
の
「
戦
略
を
設
定
し
、
原
則
を
貫
き
、
目
標
を
達
成
し
た
。
こ
の

目
標
は
ア
メ
リ
カ
人
に
と
っ
て
雇
用
機
会
を
増
大
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
」。

「
わ
れ
わ
れ
は
、
交
渉
に
よ
っ
て
成
功
を
収
め
」
た
（
九
五
年
六
月
の
自
動
車

協
議
合
意
時
に
発
表
さ
れ
た
大
統
領
声
明
、
前
掲
「
日
米
自
動
車
交
渉
」、

七
三
頁
）
と
自
信
満
々
で
声
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
の
他
、
右
の
日
米
「
包
括
協
議
」
と
同
時
並
行
し
て
、「
建
設
」（
九
四

年
一
月
合
意
）、「
自
動
車
電
話
」（
九
四
年
三
月
合
意
）、「
フ
ィ
ル
ム
・
印
画

紙
」（
九
六
年
六
月
に
Ｗ
Ｔ
Ｏ
協
議
へ
移
管
）、「
港
湾
荷
役
」（
九
七
年
四
月

合
意
）
な
ど
の
日
米
二
国
間
交
渉
も
進
め
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
ら
で
も

「
包
括
協
議
」
の
場
合
と
同
様
に
、
ア
メ
リ
カ
は
数
値
目
標
な
い
し
そ
れ
に

近
い
成
果
の
引
き
出
し
に
成
功
し
て
い
る
（
た
だ
し
「
フ
ィ
ル
ム
・
印
画
紙
」

は
九
八
年
一
月
の
Ｗ
Ｔ
Ｏ
裁
定
で
ア
メ
リ
カ
側
が
敗
訴
。
以
上
、
雄
津
京
輔

編
、
前
掲
、
第
Ⅰ
部
な
ど
参
照
）

　

以
上
の
よ
う
な　

条
―
二
国
間
交
渉
―
数
値
目
標
設
定
方
式
の
強
行
の
結

３０１

果
、
ア
メ
リ
カ
の
対
日
輸
出
は
い
ち
じ
る
し
く
増
大
し
た
。
日
本
が
深
刻
な

平
成
不
況
状
況
下
に
あ
っ
た
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
九
〇
―
九
六
年
間
に

「
ア
メ
リ
カ
の
対
日
総
輸
出
は
約
四
〇
％
拡
大
し
、
そ
の
う
え
工
業
製
品
輸

出
も
同
じ
割
合
で
増
加
し
た
」。
ド
ル
安
に
よ
っ
て
「
強
い
価
格
優
位
性
を

も
っ
た
に
し
て
も
、
も
し
規
制
や
規
格
な
ど
日
本
の
貿
易
障
壁
が
除
去
さ
れ

て
い
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
ア
メ
リ
カ
の
輸
出
は
抑
制
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
っ
た

ろ
う
…
…
前
期
ク
リ
ン
ト
ン
政
権
の
協
定
は
ア
メ
リ
カ
の
対
日
輸
出
増
加
に

貢
献
し
た
」（E

.  J.  Lincoln,  op.
 

cit,
 

p.138

 
      
                      

）
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。

Ｎ
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
・
Ｗ
Ｔ
Ｏ

　

以
上
の
よ
う
な
日
本
を
中
心
と
す
る
二
国
間
通
商
交
渉
と
同
時
平
行
し

て
、
ク
リ
ン
ト
ン
政
権
は
北
米
地
域
で
の
市
場
開
放
（
Ｎ
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
）
と
世

界
的
規
模
の
市
場
開
放
（
ウ
ル
グ
ア
イ
ラ
ウ
ン
ド
、
Ｕ
Ｒ
と
略
）
交
渉
も
積

極
的
に
推
進
し
た
。

　

前
に
も
若
干
ふ
れ
た
よ
う
に
カ
ナ
ダ
・
メ
キ
シ
コ
・
ア
メ
リ
カ
の
三
国
か

ら
構
成
さ
れ
る
Ｎ
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
は
、
①
カ
ナ
ダ
・
メ
キ
シ
コ
が
貿
易
障
壁
（
関

税
・
数
量
制
限
等
）
を
、
ア
メ
リ
カ
の
輸
出
に
限
っ
て
撤
廃
・
軽
減
す
る
。

ア
メ
リ
カ
も
カ
ナ
ダ
・
メ
キ
シ
コ
の
輸
出
に
限
っ
て
貿
易
障
壁
を
撤
廃
す

る
。
カ
ナ
ダ
・
メ
キ
シ
コ
間
も
同
じ
措
置
を
と
る
。
工
業
製
品
と
農
産
物
は

そ
れ
ぞ
れ
原
則
一
〇
、
一
五
年
間
で
段
階
的
に
貿
易
障
壁
を
撤
廃
す
る
（
金

融
・
運
輸
・
通
信
等
サ
ー
ビ
ス
、
政
府
調
達
も
含
む
）。
②
資
本
移
動
を
相
互

に
自
由
化
す
る
。
加
盟
国
間
の
対
外
投
資
に
対
し
て
、
内
国
民
待
遇
を
保
証

し
、
配
当
・
利
子
送
金
の
制
限
を
し
な
い
。
と
い
う
貿
易
と
投
資
の
域
内
自

由
化
を
二
本
柱
と
す
る
地
域
的
経
済
統
合
組
織
で
あ
っ�

  

（　

）　

Ｎ
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
協
定
に
つ
い
て
く
わ
し
く
は
ジ
ェ
ト
ロ
編
『
Ｎ
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ

１１
を
読
む
』（
日
本
貿
易
振
興
会
、
一
九
九
三
年
）
、
福
島
栄
一
『
Ｎ
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
と
日

本
企
業
へ
の
影
響
』（
日
本
貿
易
振
興
会
、
一
九
九
五
年
）、
細
野
昭
雄
『
Ａ
Ｐ
Ｅ

Ｃ
と
Ｎ
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
』（
有
斐
閣
、
一
九
九
五
年
）、W.  A.  O

rm
e,  Jr,  Under

 
      
  
        
    

‐

standing  
NAFTA,  1996,

          
           

な
ど
を
参
照
。

　

さ
ら
に
Ｎ
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
協
定
に
は
、「
Ｎ
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
補
完
協
定
」（
九
三
年
九

月
一
四
日
に
三
国
間
で
締
結
、
議
会
の
立
法
化
措
置
を
伴
わ
な
い
行
政
協

定
）
も
、
付
則
と
し
て
取
り
結
ば
れ
て
い
た
。
同
「
労
働
問
題
に
関
す
る
補

完
協
定
」
及
び
「
環
境
保
護
問
題
に
関
す
る
補
完
協
定
」
は
、
メ
キ
シ
コ
の

（　

）
１１

た
。
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低
賃
金
水
準
と
ゆ
る
い
環
境
基
準
政
策
を
チ
ェ
ッ
ク
し
て
、
ア
メ
リ
カ
か
ら

の
対
メ
キ
シ
コ
工
場
移
転
や
メ
キ
シ
コ
か
ら
の
低
価
格
品
の
輸
入
拡
大
及
び

環
境
汚
染
の
域
内
拡
散
の
歯
止
め
を
目
的
に
し
て
い
た
（「
補
完
協
定
」
の
内

容
に
つ
い
て
は
福
島
栄
一
監
修
、
前
掲
、
第
四
章
参
照
）。
同
「
補
完
協
定
」

は
、
低
賃
金
水
準
と
低
環
境
保
護
コ
ス
ト
国
で
あ
る
メ
キ
シ
コ
へ
の
国
内
雇

用
の
大
量
流
出
を
恐
れ
る
ア
メ
リ
カ
の
労
働
組
合
や
環
境
保
護
団
体
、
農
民

団
体
、
中
小
企
業
団
体
な
ど
の
強
い
Ｎ
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
結
成
反
対
を
抑
え
る
た
め

に
、
ク
リ
ン
ト
ン
政
権
が
必
死
の
外
交
折
衡
を
重
ね
、
交
渉
難
航
の
末
に
、

よ
う
や
く
メ
キ
シ
コ
と
カ
ナ
ダ
か
ら
取
付
け
た
成
果
で
あ
り
、
そ
れ
が
な
け

れ
ば
Ｎ
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
成
立
は
お
そ
ら
く
不
可
能
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
と
み
ら
れ

た
。

　

だ
が
Ｎ
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
は
、
単
な
る
北
米
地
域
に
お
け
る
貿
易
・
投
資
の
市
場

開
放
体
制
の
形
成
に
と
ど
ま
ら
な
か
っ
た
。
次
の
よ
う
な
域
外
差
別
の
側
面

を
備
え
て
い
た
点
が
重
要
で
あ
る
。
①
Ｎ
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
は
、
加
盟
三
カ
国
そ
れ

ぞ
れ
の
既
存
の
対
外
的
貿
易
障
壁
は
従
来
ど
お
り
の
水
準
の
ま
ま
に
据
え
お

き
、
相
互
間
の
域
内
的
障
壁
の
み
を
撤
廃
・
除
去
す
る
仕
組
み
で
あ
っ
た
―

こ
の
点
で
、
対
外
共
通
通
商
障
壁
を
設
定
し
て
い
る
Ｅ
Ｕ
の
よ
う
な
市
場
統

合
と
は
区
別
さ
れ
、
Ｎ
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
は
「
自
由
貿
易
地
域
」
と
い
わ
れ
る
―
。

こ
れ
は
逆
に
い
え
ば
域
内
間
の
関
税
削
減
等
の
譲
許
分
だ
け
域
外
諸
国
に
対

す
る
障
壁
を
カ
サ
上
げ
す
る
の
に
等
し
く
、
対
非
加
盟
国
差
別
壁
の
形
成
を

意
味
す
る
。
②
「
原
産
地
規
則
」（
ロ
ー
カ
ル
コ
ン
テ
ン
ツ
）
強
化
に
よ
る
域

外
差
別
。
同
「
規
制
」
は
原
材
料
・
部
品
・
製
品
に
つ
い
て
域
内
産
品
と
域

外
産
品
と
を
区
別
し
て
、
前
者
に
対
し
て
の
み
Ｎ
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
譲
許
を
適
用

し
、
後
者
に
は
従
来
ど
お
り
の
障
壁
措
置
を
課
し
、
域
外
産
品
を
差
別
し
て

取
扱
い
、
域
内
産
品
を
保
護
す
る
制
度
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
北
米
産
綿

花
・
綿
糸
を
使
用
し
た
繊
維
製
品
で
な
け
れ
ば
域
内
産
品
と
し
て
認
め
ら
れ

ず
、
カ
ラ
ー
Ｔ
Ｖ
は
北
米
産
ブ
ラ
ウ
ン
管
に
よ
る
組
立
が
必
要
と
さ
れ
、
自

動
車
も
製
造
コ
ス
ト
の
五
〇
％
以
上
が
米
・
加
・
墨
に
お
け
る
も
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
た
（
自
動
車
・
同
部
品
、
電
機
、
電
子
機
器
、
繊

維
、
そ
の
他
に
同
「
規
制
」
を
適
用
）。
③
「
選
択
的
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
」
の

採
用
。
加
盟
三
カ
国
が
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
を
発
動
す
る
場
合
、
域
内
国
に
は
適

用
を
除
外
す
る
措
置
。
④
Ｎ
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
発
足
に
伴
う
メ
キ
シ
コ
の
「
マ
キ
ラ

ド
ー
ラ
」（M

aquiladola,
 

 
            

メ
キ
シ
コ
と
ア
メ
リ
カ
の
国
境
ぎ
わ
の
輸
出
保
税

加
工
区
。
メ
キ
シ
コ
以
外
の
国
か
ら
の
部
品
・
原
材
料
・
機
械
・
設
備
等
の

輸
入
に
対
し
保
税
待
遇
〈
関
税
免
除
〉
措
置
が
与
え
ら
れ
る
）
の
廃
止
。「
マ

キ
ラ
ド
ー
ラ
」
が
撤
廃
さ
れ
る
と
、
そ
れ
以
前
に
は
無
関
税
で
輸
入
さ
れ
て

い
た
原
材
料
・「
部
品
等
が
メ
キ
シ
コ
に
入
る
と
き
に
は
関
税
を
払
う
こ
と

に
な
る
」、
さ
ら
に
加
え
て
「
も
し
組
み
立
て
た
完
成
品
が
…
…
原
産
地
規

則
に
よ
っ
て
北
米
原
産
と
し
て
認
め
ら
れ
な
い
場
合
に
は
…
…
米
墨
間
に
も

関
税
の
壁
が
で
き
、
米
国
に
入
る
と
き
に
も
関
税
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

く
な
る
」（
白
石
孝
編
『
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
と
リ
ー
ジ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
、
勁
草
書

房
、
一
九
九
五
年
、
六
五
項
）。
こ
う
し
て
「
マ
キ
ラ
ド
ー
ラ
の
撤
廃
と
原

産
地
規
則
を
組
み
合
わ
せ
て
」（
同
、
六
六
頁
）、
域
外
企
業
特
に
日
本
企
業

の
北
米
市
場
か
ら
の
排
除
を
狙
っ
て
、
メ
キ
シ
コ
が
存
続
を
望
ん
だ
の
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
ア
メ
リ
カ
は
「
マ
キ
ラ
ド
ー
ラ
」
の
撤
廃
を
強
硬
に
主
張
し
、

七
年
間
の
移
行
期
間
の
後
、
二
〇
〇
一
年
一
月
の
廃
止
が
決
定
し
た
。

　

要
す
る
に
、
ア
メ
リ
カ
に
と
っ
て
Ｎ
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
形
成
は
、
近
隣
国
の
カ
ナ

ダ
・
メ
キ
シ
コ
の
囲
込
み
で
あ
り
、
域
外
差
別
の
加
・
墨
特
恵
的
開
放
市
場

の
確
保
手
段
で
あ
っ
た
。
輸
出
拡
大
を
ア
メ
リ
カ
の
経
済
再
生
の
生
命
線
と

み
な
し
、
い
わ
ば
「
輸
出
至
上
主
義
」
を
追
求
す
る
ク
リ
ン
ト
ン
政
権
が
、

同
政
権
の
支
持
基
盤
で
あ
る
労
組
（
Ａ
Ｆ
Ｌ
―
Ｃ
Ｉ
Ｏ
）
を
裏
切
り
、
与
党

民
生
党
議
員
の
多
数
派
を
切
り
捨
て
、「
大
統
領
・
共
和
党
連
合
」
を
組
ん
で

ま
で
し
て
、
強
引
に
「
Ｎ
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
実
施
法
案
」
を
議
会
で
成
立
さ
せ
（
九

三
年
一
一
月
）、
Ｎ
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
発
足
（
九
四
年
一
月
）
を
実
現
さ
せ
た
理
由
で
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（　

）　

中
本
悟
氏
は
、
Ｎ
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
は
「
ア
メ
リ
カ
多
国
籍
企
業
の
…
…
北
米

１２規
模
の
企
業
内
国
際
分
業
の
発
展
に
ほ
か
な
ら
」
ず
、
ア
メ
リ
カ
金
融
資
本
の

た
め
の
、
メ
キ
シ
コ
の
低
賃
金
労
働
力
利
用
等
に
よ
る
「
国
際
競
争
力
の
強
化

策
」
で
あ
る
。
Ｎ
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
効
果
と
し
て
、
「
政
府
が
…
…
ア
メ
リ
カ
の
輸
出
が

増
加
す
る
こ
と
を
強
調
す
る
の
は
」、
対
労
組
懐
柔
の
た
め
の
「
政
治
的
レ
ト

リ
ッ
ク
」
に
す
ぎ
な
い
（
中
本
悟
、
前
掲
、
一
六
四
―
一
六
五
頁
）
と
主
張
し
て

い
る
。
同
氏
は
、
単
純
な
国
家
＝
金
融
資
本
的
利
益
代
表
説
の
立
場
に
立
脚
し

て
い
る
た
め
に
、
ク
リ
ン
ト
ン
政
権
が
輸
出
拡
大
―
経
済
成
長
―
雇
用
拡
大
を

第
一
義
的
に
重
視
し
た
こ
と
や
、
中
小
企
業
の
保
護
・
労
働
者
の
雇
用
・
消
費
者

等
保
護
を
優
先
し
、
む
し
ろ
金
融
資
本
的
利
益
を
掣
肘
し
、
劣
後
関
係
に
お
い

た
「
Ｎ
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
補
完
協
定
」
の
経
済
的
含
意
と
意
義
を
、
軽
視
な
い
し
無
視
し

て
し
ま
っ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
ク
リ
ン
ト
ン
政
権
は
、
前
政
権
の
方
針
を
引
継
ぎ
、
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
・

Ｕ
Ｒ
交
渉
（
八
六
―
九
三
年
）
を
主
導
し
て
、
世
界
的
規
模
の
市
場
開
放
機

構
と
し
て
の
Ｗ
Ｔ
Ｏ
体
制
の
発
足
を
実
現
（
九
五
年
一
月
）
さ
せ
た
。
前
身

の
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
と
新
設
の
Ｗ
Ｔ
Ｏ
の
違
い
は
、
①
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
が
暫
定
的
・
臨
時

的
機
関
と
し
て
設
置
さ
れ
た
（
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
は
単
な
る
協
定
の
名
称
で
、
国
際

的
条
約
に
基
づ
い
て
正
規
に
設
立
さ
れ
た
国
際
機
関
で
は
な
い
）
の
に
対
し

て
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
は
国
際
協
定
に
基
づ
く
正
式
な
法
人
格
を
も
つ
国
際
貿
易
管
理

機
関
と
し
て
設
置
さ
れ
た
こ
と
。
②
紛
争
処
理
機
能
の
強
化
。
案
件
の
決
定

方
法
と
し
て
、
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
の
「
コ
ン
セ
ン
サ
ス
」（
全
員
一
致
を
要
す
る
）
方

式
を
、「
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
・
コ
ン
セ
ン
サ
ス
」（
参
加
国
す
べ
て
が
一
致
し
て
反

対
し
な
い
限
り
採
択
さ
れ
る
）
方
式
採
用
へ
変
更
及
び
Ｄ
Ｓ
Ｂ
パ
ネ
ル
（
紛

争
解
決
小
委
員
会
、
紛
争
当
事
国
代
表
者
を
除
く
、
原
則
三
名
か
ら
構
成
）

の
常
設
。
③
反
ダ
ン
ピ
ン
グ
税
・
相
殺
関
税
・
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
等
の
発
動
規

（　

）
１２る

。

制
の
強
化
（
ダ
ン
ピ
ン
グ
マ
ー
ジ
ン
計
算
方
法
の
規
制
、
輸
出
自
主
規
制
等

灰
色
措
置
の
廃
止
な
ど
）。
だ
が
、
両
者
の
最
大
の
相
違
は
何
と
い
っ
て
も
、

④
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
に
は
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
農
産
物
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易
取

引
の
自
由
化
規
定
と
貿
易
関
連
投
資
措
置
（Trade
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）
の
規
制
及
び
知
的
財
産
権
保
護
規
定
が
、
新
分
野
の
ル
ー
ル
と

し
て
Ｗ
Ｔ
Ｏ
の
な
か
に
新
規
に
取
込
ま
れ
た
点
に
あ
っ�

  

（　

）　

以
上
、
高
瀬
保
編
著
『
増
補
ガ
ッ
ト
と
ウ
ル
グ
ア
イ
・
ラ
ウ
ン
ド
』（
東
洋

１３経
済
新
報
社
、
一
九
九
五
年
）、
溝
口
道
郎
他
『
ウ
ル
グ
ア
イ
・
ラ
ウ
ン
ド
』（
日

本
放
送
出
版
協
会
、
一
九
九
四
年
）、
筑
紫
勝
麿
編
著
『
ウ
ル
グ
ア
イ
・
ラ
ウ
ン

ド
』
（
日
本
関
税
協
会
、
一
九
九
五
年
）
、
本
間
忠
良
、
前
掲
、
な
ど
参
照
。

　

一
九
二
九
年
の
世
界
恐
慌
以
降
、
ほ
と
ん
ど
の
先
進
資
本
主
義
国
に
お
い

て
強
力
な
国
内
生
産
・
価
格
計
画
等
農
業
保
護
政
策
が
導
入
さ
れ
た
。
そ
れ

は
、
単
に
「
農
水
産
業
は
、
各
国
に
お
い
て
近
代
化
の
も
っ
と
も
遅
れ
て
い

る
部
門
で
…
…
経
済
問
題
と
し
て
の
み
な
ら
ず
政
治
的
、
社
会
的
問
題
も
含

ん
で
」
い
る
（
大
蔵
省
関
税
局
ガ
ッ
ト
研
究
会
編
『
ガ
ッ
ト
問
答
』、
日
本
関

税
協
会
、
一
九
七
一
年
、
六
四
頁
）
か
ら
と
か
、「
農
業
生
産
が
天
候
な
ど

の
自
然
条
件
に
影
響
さ
れ
て
豊
凶
の
変
動
が
起
こ
り
や
す
い
こ
と
」（
溝
口

道
郎
他
、
前
掲
、
一
四
七
頁
）
な
ど
の
要
因
に
よ
る
の
で
は
な
い
。

　

二
九
年
世
界
恐
慌
以
降
、
大
量
の
構
造
的
過
剰
人
口
が
世
界
的
規
模
で
発

生
し
た
。
そ
の
た
め
に
管
理
通
貨
制
を
テ
コ
と
す
る
「
完
全
雇
用
」
保
障
政

策
と
並
ん
で
、
過
剰
人
口
の
プ
ー
ル
先
確
保
と
し
て
の
国
内
農
業
維
持
の
た

め
の
積
極
的
な
農
業
保
護
政
策
が
必
要
と
な
っ
た
こ
と
が
主
た
る
要
因
で
あ

る
。
そ
し
て
農
産
物
の
価
格
・
生
産
調
整
、
農
家
の
所
得
保
障
等
農
業
保
護

策
は
、
体
制
維
持
の
た
め
の
不
可
欠
な
一
環
と
し
て
資
本
主
義
体
制
の
な
か

に
ビ
ル
ト
イ
ン
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
農
業
保
護
政
策
は
、
農
産

物
の
輸
入
制
限
等
「
国
境
措
置
」
の
裏
付
け
を
必
要
と
し
て
い
た
。
農
産
物

（　

）
１３

た
。
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の
国
際
移
動
に
障
壁
が
な
く
、
貿
易
自
由
で
あ
る
な
ら
ば
、
価
格
支
持
計
画

等
農
業
政
策
が
尻
ぬ
け
に
な
る
の
は
明
ら
か
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、

「
各
国
の
完
全
雇
用
の
実
現
」
そ
の
た
め
の
「
国
際
貿
易
の
拡
大
」
促
進
を
第

一
義
的
目
的
に
掲
げ
て
い
た
（
協
定
前
文
）
戦
後
設
立
の
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
は
、
農

産
物
貿
易
に
つ
い
て
は
例
外
的
に
貿
易
自
由
化
原
則
の
枠
外
に
お
き
、
次
の

よ
う
な
取
扱
い
を
定
め
た
。
①
農
産
物
の
国
内
生
産
調
整
計
画
等
が
行
わ
れ

る
場
合
、
輸
入
数
量
制
限
措
置
の
承
認
（
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
第　

条
第
２
項
）。
②

１１

国
家
貿
易
機
構
（
食
管
制
度
、
専
売
公
社
等
）
に
よ
る
輸
入
制
限
措
置
の
許

容
（
第　

条
）。
③
農
産
物
の
輸
出
補
助
金
は
禁
止
し
な
い
（
第　

条
）。
そ

１７

１６

の
他
農
産
物
の
残
存
輸
入
制
限
措
置
（
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
規
約
上
、
明
確
な
根
拠
を

も
っ
て
認
め
ら
れ
て
な
い
輸
入
制
限
措
置
）
も
慣
行
上
容
認
さ
れ
て
い
た
。

そ
う
し
た
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
の
農
産
物
に
係
わ
る
国
内
政
策
の
自
由
と
非
関
税
貿
易

障
壁
等
「
国
境
措
置
」
の
容
認
原
則
は
、
八
〇
年
代
前
半
頃
ま
で
、
基
本
的

に
認
め
ら
れ
維
持
さ
れ
て
き
て
い
た
。

　

と
こ
ろ
が
前
述
の
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
が
八
〇
年
代
後
半
以
降
、
外
需
拡

大
志
向
型
政
策
重
点
に
転
換
す
る
と
、
同
国
は
い
っ
そ
う
の
輸
出
拡
大
、
そ

の
た
め
に
農
産
物
の
世
界
的
な
市
場
開
放
と
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
の
農
産
物
取
扱
い
規

定
の
根
本
的
変
更
を
強
硬
に
主
張
し
た
。
ア
メ
リ
カ
農
業
は
、
世
界
最
大
・

最
強
の
国
際
競
争
力
を
も
ち
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
航
空
機
等
ハ
イ
テ
ク
産
業

と
並
ぶ
、
数
少
な
い
同
国
の
大
型
輸
出
産
業
で
あ
っ
た
。
し
か
も
農
機
・
農

薬
・
化
学
肥
料
・
食
品
加
工
・
金
融
・
不
動
産
な
ど
広
範
な
関
連
部
門
を
も
っ

た
か
ら
、
農
産
物
輸
出
の
拡
大
は
ア
メ
リ
カ
の
国
内
景
気
を
支
持
・
刺
激
す

る
効
果
も
期
待
で
き
た
か
ら
で
あ
っ�

  

（　

）　

さ
ら
に
加
え
て
、
ア
メ
リ
カ
の
農
産
物
輸
出
の
拡
大
は
、
同
国
の
経
常

１４収
支
の
改
善
や
国
家
財
政
負
担
の
軽
減
、
そ
し
て
服
部
信
司
氏
が
強
調
す
る
よ

う
に
、
八
〇
年
代
前
半
～
中
期
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
農
業
不
況
に
対
す
る
、「
一

九
八
五
年
農
業
法
」
に
対
応
し
た
不
況
克
服
対
策
の
意
味
も
合
わ
せ
も
っ
て
い

（　

）
１４た

。

た
（
服
部
信
司
「
農
業
交
渉
の
国
際
的
位
相
」『
日
本
農
業
年
報
三
七
』
、
農
林
統

計
協
会
、
一
九
九
一
年
、
参
照
）。

　

こ
う
し
て
ア
メ
リ
カ
政
府
は
、
八
七
年
二
月
か
ら
始
ま
っ
た
ウ
ル
グ
ア
イ

ラ
ウ
ン
ド
・
農
業
交
渉
に
お
い
て
、

①
す
べ
て
の
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
加
盟
国
の
国
内
農
業
支
持
政
策
（
価
格
支
持
・
不
足

払
い
・
政
府
補
助
金
交
付
な
ど
）
の
全
廃
（
段
階
的
に
保
護
率
を
削
減
し

て
一
〇
年
後
に
全
廃
、
た
だ
し
農
産
物
の
生
産
・
販
売
振
興
の
政
策
効
果

を
も
た
な
い
生
産
者
所
得
保
障
と
内
外
食
糧
援
助
計
画
の
み
は
対
象
外
）。

②
関
税
や
非
関
税
貿
易
障
壁
の
「
国
境
措
置
」
の
全
廃
と
輸
入
数
量
制
限
措

置
を
認
め
て
い
る
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
第　

条
の
廃
棄
（
輸
入
制
限
等
非
関
税
障
壁

１１

の
す
べ
て
を
関
税
化
し
、
一
〇
年
内
に
そ
の
関
税
率
も
ゼ
ロ
ま
で
に
引
き

下
げ
る
）。

③
輸
出
補
助
金
制
度
の
撤
廃
（
五
年
以
内
）。

を
提
案
し
た
。
Ｅ
Ｃ
の
共
通
農
業
政
策
（
Ｃ
Ａ
Ｐ
）
や
日
本
の
食
管
制
度
、

カ
ナ
ダ
の
小
麦
ボ
ー
ド
制
な
ど
を
含
む
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
加
盟
国
す
べ
て
の
農
業
保

護
政
策
を
廃
止
し
、
Ｅ
Ｃ
の
輸
出
補
助
金
な
ど
も
撤
廃
す
る
が
、
ア
メ
リ
カ

自
身
も
農
産
物
の
国
内
価
格
支
持
・
所
得
保
障
政
策
や
現
物
補
償
等
各
種
の

輸
出
援
助
お
よ
び
酪
農
品
・
砂
糖
・
落
花
生
・
綿
花
等
一
八
品
目
の
ウ
ェ
ー

バ
ー
（
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
の
自
由
化
義
務
免
除
規
定
）
に
よ
り
認
め
ら
れ
て
い
る
輸

入
制
限
の
す
べ
て
を
取
り
止
め
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
こ
れ
は
世

界
恐
慌
以
来
の
国
内
「
国
独
資
」
的
農
業
保
護
政
策
の
全
廃
と
農
産
物
貿
易

の
完
全
自
由
化
要
求
で
あ
る
。
同
要
求
に
対
し
て
、
大
内
力
氏
は
、
ア
メ
リ

カ
が
「
歴
史
的
背
景
を
無
視
し
て
…
…
保
護
政
策
を
資
本
主
義
は
必
要
と
し

な
く
な
っ
た
と
考
え
る
根
拠
は
何
も
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
卒
然
と
し
て
保

護
の
全
廃
を
唱
え
だ
す
と
い
う
の
は
、
正
気
の
沙
汰
」
で
は
な
い
。
第
一
次

産
業
と
第
二
次
産
業
の
性
格
の
違
い
を
全
く
無
視
し
て
、「
ガ
ッ
ト
の
自
由
・

無
差
別
の
原
則
を
そ
の
ま
ま
第
一
次
産
品
貿
易
に
適
用
し
よ
う
と
い
う
ア
メ
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リ
カ
の
主
張
」
は
、「
た
ぶ
ん
に
非
理
性
的
な
…
…
要
求
」
で
、
そ
の
「
真
意

が
ど
こ
に
あ
る
の
か
は
、
実
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
」
と
酷
評
し
て
い
る
（
大

内
力
「
一
次
産
品
の
貿
易
自
由
化
を
め
ぐ
る
基
本
問
題
」『
日
本
農
業
年
報
三

七
』
九
六
・
九
五
頁
）。

　

ア
メ
リ
カ
の
同
提
案
に
対
し
て
、
ケ
ア
ン
ズ
・
グ
ル
ー
プ
（
オ
ー
ス
ト
ラ

リ
ア
・
カ
ナ
ダ
・
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
な
ど
一
四
カ
国
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
農
産

物
輸
出
国
グ
ル
ー
プ
）
は
た
だ
ち
に
同
調
し
た
が
、
他
方
、
Ｅ
Ｃ
経
済
統
合

体
の
不
可
欠
な
枠
組
と
し
て
Ｃ
Ａ
Ｐ
（
域
内
農
産
物
の
価
格
支
持
と
輸
入
農

産
物
へ
の
可
変
的
課
徴
金
制
か
ら
な
る
）
を
維
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
Ｅ
Ｃ
は
猛
反
発
し
、
さ
ら
に
農
産
物
貿
易
の
完
全
自
由
化
で
自
国
農
業
の

全
面
的
崩
壊
が
必
至
に
な
る
日
本
や
韓
国
も
反
対
し
、
農
業
部
門
協
議
の
紛

糾
か
ら
Ｗ
Ｔ
Ｏ
交
渉
全
体
が
破
綻
寸
前
の
事
態
に
立
ち
至
っ
た
。
だ
が
結

局
、
紆
余
曲
折
を
経
て
ア
メ
リ
カ
と
Ｅ
Ｃ
間
で
妥
協
が
成
立
し
、
ア
メ
リ
カ

の
主
張
を
原
則
的
に
盛
り
込
ん
だ
農
業
協
定
案
が
九
三
年
一
二
月
の
「
貿
易

交
渉
委
員
会
」
で
採
択
さ�

そ
れ
に
伴
い
Ｗ
Ｔ
Ｏ
の
成
立
が
決
定
し
た
。

  

（　

）　

最
終
的
に
合
意
さ
れ
た
農
業
協
定
の
骨
子
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

１５

  

①
国
内
農
業
保
護
率
は
、
六
年
間
で
二
〇
％
削
減
。
た
だ
し
環
境
対
策
費
と
農

村
基
盤
整
備
費
等
は
削
減
の
対
象
に
し
な
い
。

  

②
非
関
税
貿
易
障
壁
措
置
は
、
す
べ
て
関
税
化
し
、
す
べ
て
の
関
税
に
つ
い
て

六
年
間
で
平
均
三
六
％
、
最
低
一
五
％
削
減
。
日
本
と
韓
国
の
コ
メ
は
、
六
年

間
、
関
税
化
を
猶
予
し
、
そ
の
間
「
ミ
ニ
マ
ム
・
ア
ク
セ
ス
機
会
」（
国
内
消
費
の

一
定
比
率
の
輸
入
義
務
付
け
）
措
置
を
適
用
す
る
。

  

③
輸
出
補
助
金
の
財
政
支
出
額
を
三
六
％
、
輸
出
補
助
金
付
き
輸
出
数
量
を
二

一
％
、
六
年
間
の
う
ち
に
削
減
。

  

④
実
施
六
年
目
に
、
①
～
③
に
つ
い
て
実
情
を
点
検
し
、
再
協
議
す
る
。

  

く
わ
し
く
は
溝
口
道
郎
、
前
掲
、
第
Ⅴ
章
、
筑
紫
勝
磨
編
著
、
前
掲
、
第
Ⅱ
編

第
Ⅰ
章
、
な
ど
参
照
。

（　

）
１５れ

、

　

こ
う
し
て
ア
メ
リ
カ
の
主
張
に
沿
っ
て
、
農
産
物
の
世
界
的
規
模
の
市
場

開
放
体
制
が
確
立
し
、
ウ
ル
グ
ア
イ
ラ
ン
ド
以
前
に
は
「
農
業
分
野
に
お
け

る
保
護
は
『
当
た
り
前
』
の
こ
と
と
し
て
考
え
ら
れ
、
価
格
支
持
制
度
や
補

助
金
つ
き
輸
出
に
つ
い
て
の
規
律
は
な
い
に
等
し
」
か
っ
た
農
産
物
の
Ｇ
Ａ

Ｔ
Ｔ
体
制
が
修
正
さ
れ
て
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
体
制
下
で
「
農
業
貿
易
の
姿
は
、
非
常

に
違
っ
た
も
の
に
な
る
」（
溝
口
道
郎
他
、
前
掲
、
一
五
四
、
一
七
一
頁
）
の

で
あ
っ�

　
　

（　

）　

Ｅ
Ｃ
と
と
く
に
日
本
は
、
ウ
ル
グ
ア
イ
ラ
ン
ド
交
渉
に
お
い
て
農
産
物

１６貿
易
と
同
政
策
面
で
大
幅
な
譲
歩
を
強
い
ら
れ
た
。
だ
が
そ
の
代
り
に
、
工
業

貿
易
面
に
お
い
て
反
ダ
ン
ピ
ン
グ
税
・
相
殺
関
税
・
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
適
用
ル
ー
ル

の
強
化
や
輸
出
自
主
規
制
（
灰
色
措
置
）
の
禁
止
と
撤
廃
、
既
存
セ
ー
フ
ガ
ー
ド

措
置
の
終
了
及
び
Ｗ
Ｔ
Ｏ
体
制
へ
の
ア
メ
リ
カ
の
つ
な
ぎ
止
め
に
よ
っ
て
裨
益

す
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
Ｅ
Ｃ
や
日
本
は
、
二
国
間
交
渉
で
は
な
く
国
際
的
組
識

と
多
国
間
交
渉
の
場
で
、
ア
メ
リ
カ
に
よ
る
独
善
的
行
動
の
掣
肘
を
狙
っ
た
の

で
あ
っ
た
。
日
本
政
府
が
、「
日
本
に
と
っ
て
自
由
貿
易
体
制
が
死
活
的
に
重
要

で
あ
る
」（
細
川
首
相
）
と
か
「
将
来
に
わ
た
る
国
益
を
考
え
て
」（
武
村
官
房
長

官
）
、
Ｕ
Ｒ
農
業
協
定
案
の
受
諾
も
、
工
業
貿
易
の
自
由
化
体
制
を
維
持
す
る
た

め
に
、
や
む
を
え
な
い
と
表
明
し
た
理
由
で
あ
�

と
は
い
え
、
ア
メ
リ
カ
政

府
は
、
一
方
的
制
裁
措
置
を
禁
止
し
て
い
る
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
よ
っ
て　

条
の
運
用
が

３０１

縛
ら
れ
な
い
、
「
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
よ
っ
て
ア
メ
リ
カ
の
主
権
が
縮
小
さ
れ
る
こ
と
は
な

い
」
。
Ｗ
Ｔ
Ｏ
が
ア
メ
リ
カ
に
と
っ
て
不
都
合
な
決
定
を
下
す
な
ら
、「
ア
メ
リ

カ
は
Ｗ
Ｔ
Ｏ
か
ら
撤
退
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
」
（Eco.  Rep.  of  the  

Presi,  1995,  

                              

p.213
     

）
と
い
う
立
場
を
明
瞭
に
表
明
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
日
本
や
Ｅ
Ｃ
の
思

惑
ど
お
り
に
ア
メ
リ
カ
の
行
動
を
チ
ェ
ッ
ク
で
き
る
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
。

な
お
、
本
間
氏
は
、
ア
メ
リ
カ
に
よ
っ
て　

条
に
よ
る
「
報
復
を
発
動
さ
れ
て

３０１

か
ら
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
提
訴
し
て
も
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
パ
ネ
ル
は
協
定
違
反
の
有
無
し
か
審

（　

）
１６

た
。

（
※
）

る
。
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理
し
な
い
。
そ
の
協
定
が
脅
迫
に
よ
っ
た
も
の
ど
う
か
に
は
関
心
が
な
い
の
で

あ
る
」
（
本
間
忠
良
、
前
掲
、
一
五
〇
頁
）
と
し
て
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
は
ア
メ
リ
カ
の　
３０１

条
行
使
を
実
質
上
チ
ェ
ッ
ク
で
き
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

  

（
※
）　

自
民
党
実
力
者
の
金
丸
信
は
、
「
米
国
あ
っ
て
の
日
本
で
あ
り
、
日
本

あ
っ
て
の
米
国
で
は
な
い
」
と
名
言
を
は
き
、「
コ
メ
の
問
題
で
日
本
が
い
さ
か

い
を
し
て
、（
日
本
か
ら
輸
出
す
る
）
自
動
車
や
機
械
、
電
気
製
品
が
（
米
国
か

ら
）
ノ
ー
と
言
わ
れ
た
ら
日
本
の
経
済
は
ど
う
な
る
の
か
」。「
（
米
国
の
主
張

を
）
聞
い
て
、
そ
の
た
め
に
農
家
が
所
得
を
減
ら
さ
な
い
よ
う
な
政
策
を
考
え

て
い
く
の
が
政
治
だ
」
と
、
対
米
追
従
の
す
す
め
を
説
い
て
い
る
（『
朝
日
新
聞
』

九
一
年
五
月
二
〇

  

日
付
）。

　

ま
た
サ
ー
ビ
ス
貿
易
に
つ
い
て
も
、
農
産
物
の
市
場
開
放
の
ケ
ー
ス
と
事

情
は
ほ
ぼ
同
様
で
あ
っ
た
。

①
流
通
・
運
輸
・
金
融
・
証
券
・
保
険
等
サ
ー
ビ
ス
部
門
は
中
小
零
細
企
業

が
多
い
分
野
で
あ
り
、
ど
こ
国
で
も
手
厚
い
国
内
中
小
企
業
保
護
措
置
な

い
し
制
度
が
あ
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
そ
の
措
置
が
、
サ
ー
ビ
ス
や
金
融

分
野
等
に
お
け
る
各
国
ご
と
に
異
な
る
複
雑
な
社
会
慣
習
や
文
化
的
伝
統

の
基
礎
に
あ
っ
た
。
そ
こ
で
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
で
は
、
サ
ー
ビ
ス
分
野
に
つ
い
て

は
国
内
政
策
・
制
度
が
自
由
と
さ
れ
、
貿
易
取
引
は
二
国
間
で
の
協
定
あ

る
い
は
各
国
の
自
由
裁
量
に
任
さ
れ
、
国
際
的
に
合
意
さ
れ
た
サ
ー
ビ
ス

貿
易
取
扱
い
の
枠
組
は
存
在
し
な
か
っ
た
。

②
工
業
製
品
の
分
野
で
は
国
際
競
争
力
が
低
落
し
つ
つ
あ
る
ア
メ
リ
カ
企
業

も
、
サ
ー
ビ
ス
分
野
で
は
「
金
融
、
通
信
な
ど
、
そ
の
技
術
力
、
情
報
力

を
武
器
に
国
際
的
に
も
比
較
優
位
を
有
し
圧
倒
的
な
競
争
力
を
誇
」
り

（
溝
口
道
郎
、
前
掲
、
一
〇
一
頁
）
、
ア
メ
リ
カ
の
サ
ー
ビ
ス
貿
易
収
支
勘

定
は
大
幅
な
黒
字
を
記
録
し
て
い
た
。
そ
こ
で
ア
メ
リ
カ
政
府
は
、
八
〇

年
代
後
半
以
降
の
輸
出
拡
大
戦
略
の
一
環
と
し
て
、
サ
ー
ビ
ス
輸
出
の
増

加
と
サ
ー
ビ
ス
収
支
勘
定
黒
字
の
一
層
の
拡
大
を
目
的
に
し
て
、
農
産
物

の
場
合
と
同
様
に
、
世
界
的
規
模
で
の
サ
ー
ビ
ス
貿
易
取
引
の
自
由
化
と

そ
の
た
め
の
国
際
的
ル
ー
ル
の
設
定
（
市
場
参
入
の
自
由
化
、
内
国
民
待

遇
、
最
恵
国
待
遇
な
ど
）
を
、
ウ
ル
グ
ア
イ
ラ
ウ
ン
ド
交
渉
で
先
導
的
に

主
唱
し
た
。

③
ア
メ
リ
カ
の
そ
の
主
張
に
対
し
て
、
イ
ン
ド
・
ブ
ラ
ジ
ル
を
先
頭
に
発
展

途
上
諸
国
は
自
国
の
運
輸
・
通
信
等
幼
稚
産
業
の
保
護
育
成
や
国
内
金
融

政
策
の
自
立
性
を
保
持
す
る
立
場
か
ら
強
力
に
反
対
し
、
日
本
や
Ｅ
Ｃ
は

そ
れ
の
原
則
支
持
に
回
り
、
南
北
間
で
激
し
い
せ
め
ぎ
合
い
の
論
戦
が
戦

わ
さ
れ
た
。
だ
が
結
局
は
、
途
上
諸
国
の
抵
抗
を
押
し
切
っ
て
、「
サ
ー

ビ
ス
貿
易
協
定
」
が
成
立
し
（
九
三
年
一
二
月
）、「
自
由
化
拘
束
」
の
形

で
サ
ー
ビ
ス
貿
易
原
則
自
由
化
体
制
が
確
立
し�

こ
う
し
て
「
サ
ー
ビ

ス
分
野
が
…
…
無
法
に
近
い
世
界
か
ら
、
一
定
の
合
意
さ
れ
た
ル
ー
ル
に

基
づ
い
て
規
律
さ
れ
、
自
由
化
が
行
わ
れ
る
世
界
に
変
革
さ
れ
」
た
（
同
、

一
二
四
頁
）
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
主
に
ア
メ
リ
カ
の
外
需
拡
大
志
向
型

政
策
と
ア
メ
リ
カ
の
利
益
に
よ
っ
て
主
導
さ
れ
て
実
現
さ
れ
た
こ
と
と
、

各
国
の
国
内
「
国
独
資
」
的
中
小
企
業
保
護
規
制
等
の
破
壊
を
と
も
な
っ

て
い
る
こ
と
が
見
落
さ
れ
て
は
な
ら
な�

  

（　

）　

サ
ー
ビ
ス
貿
易
取
引
き
の
自
由
化
は
、
他
国
の
市
場
に
自
由
に
子
会
社
・

１７支
店
な
ど
を
設
立
し
営
業
で
き
る
こ
と
（
市
場
参
入
の
自
由
）
と
他
国
内
の
企
業

と
同
等
待
遇
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
（
内
国
民
待
遇
）
の
保
障
か
ら
な
る
。
各
国

が
、
自
由
化
を
約
束
す
る
サ
ー
ビ
ス
分
野
と
同
分
野
で
維
持
す
る
規
制
・
制
限
を

「
約
束
表
」
に
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
し
、
そ
の
遵
守
を
国
際
的
に
約
束
す
る
方
法
で

サ
ー
ビ
ス
取
引
の
自
由
化
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

  

（　

）　

そ
の
他
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
お
け
る
著
作
権
・
商
標
・
意
匠
・
特
許
等
「
知
的
財

１８産
権
保
護
」
や
「
貿
易
関
連
投
資
措
置
」
（
多
国
籍
企
業
の
現
地
活
動
に
対
す
る

拘
束
諸
条
件
〈
現
地
調
達
・
輸
出
入
均
衡
の
義
務
付
け
、
輸
入
・
輸
出
制
限
〉
を

（　

）
１７

た
。

（　

）
１８

い
。
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規
制
す
る
措
置
）
お
よ
び
「
基
準
・
認
承
制
」
「
検
疫
・
衛
生
措
置
」「
繊
維
貿
易

規
制
」
（
先
進
国
の
繊
維
輸
入
数
量
制
限
措
置
を
一
〇
年
後
ま
で
に
撤
廃
す
る
規

定
）
に
つ
い
て
く
わ
し
く
は
、
溝
口
道
郎
他
、
前
掲
、
筑
紫
勝
磨
編
著
、
前
掲
、

高
瀬
保
編
著
、
前
掲
、『
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
九
九
五
年
七
月
一
日
号
』、『
Ｅ
Ｓ

Ｐ
一
九
九
四
年
五
月
号
』
な
ど
を
参
照
。

Ａ
Ｐ
Ｅ
Ｃ

　

ク
リ
ン
ト
ン
政
権
は
同
時
に
Ａ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
も
推
進
し
た
。
Ａ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
は
、

米
・
加
・
オ
セ
ア
ニ
ア
・
東
ア
ジ
ア
・
日
本
・
ロ
シ
ア
等
参
加
二
一
カ
国
・

地
域
（
一
九
九
九
年
現
在
）
か
ら
な
る
ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域
に
お
け
る
貿
易
・

投
資
の
市
場
開
放
体
制
構
築
の
た
め
の
組
識
で
あ
り
、
排
他
的
ブ
ロ
ッ
ク
の

性
格
を
も
つ
Ｎ
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
よ
り
も
、
む
し
ろ
世
界
的
規
模
の
市
場
開
放
体
制

で
あ
る
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
そ
の
性
格
が
近
い
。
ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域
で
の
「
自
由
で

開
放
的
な
貿
易
・
投
資
体
制
の
確
立
」（
Ａ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
が
掲
げ
て
い
る
目
的
）
に

よ
っ�

ア
メ
リ
カ
が
輸
出
拡
大
を
狙
っ
た
の
も
Ｗ
Ｔ
Ｏ
の
場
合
と
同
様
で

あ
る
。
先
に
み
た
よ
う
に
ア
メ
リ
カ
は
、
北
米
地
域
で
域
外
差
別
の
Ｎ
Ａ
Ｆ

Ｔ
Ａ
を
結
成
し
た
。
そ
の
一
方
で
は
、
マ
レ
ー
シ
ア
の
マ
ハ
テ
ィ
ー
ル
首
相

の
Ｅ
Ａ
Ｅ
Ｃ
（
東
ア
ジ
ア
経
済
協
議
体
）
構
想
や
日
本
の
円
圏
形
成
（
日
本

政
府
提
唱
の
「
ア
ジ
ア
通
貨
基
金
」
構
想
）
な
ど
ア
メ
リ
カ
抜
き
の
地
域
的

ブ
ロ
ッ
ク
化
の
動
き
を
警
戒
し
て
叩
き
、
ア
メ
リ
カ
主
導
の
Ｉ
Ｍ
Ｆ
や
Ｗ
Ｔ

Ｏ
、
さ
ら
に
Ａ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
体
制
内
へ
の
ア
ジ
ア
諸
国
等
の
封
込
め
を
狙
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。

  

（　

）　

そ
の
他
、
Ａ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
の
目
的
と
し
て
、
域
内
に
お
け
る
通
関
手
続
き
・
基

１９準
・
認
証
制
度
な
ど
の
統
一
化
、
人
材
育
成
・
技
術
開
発
・
イ
ン
フ
ラ
整
備
等
経

済
・
技
術
協
力
の
促
進
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

　

一
九
九
四
年
一
一
月
に
、
ア
メ
リ
カ
の
肝
入
り
で
「
先
進
国
は
二
〇
一
〇

（　

）
１９て

、

年
ま
で
に
、
途
上
国
は
二
〇
二
〇
年
ま
で
に
貿
易
・
投
資
の
自
由
化
を
達
成

す
る
」
と
い
う
Ａ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
目
標
宣
言
（「
ボ
ゴ
ー
ル
宣
言
」）
が
発
表
さ
れ
、

そ
の
後
九
六
年
「
マ
ニ
ラ
行
動
計
画
」
や
九
七
年
Ｅ
Ｖ
Ｓ
Ｌ
（
一
三
分
野
の

「
早
期
自
発
的
分
野
別
自
由
化
」
措
置
）
な
ど
が
合
意
さ
れ
、「
自
発
性
」
に

よ
る
か
「
包
括
的
拘
束
性
」
に
よ
る
か
の
自
由
化
の
実
施
方
式
や
そ
の
他
を

巡
る
対
立
を
含
み
な
が
ら
も
、
ゆ
っ
く
り
し
た
ペ
ー
ス
で
Ａ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
は
実
行

段
階
に
進
ん
で
い
る
。
ク
リ
ン
ト
ン
政
権
は
、
Ａ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
「
閣
僚
会
議
」
と

は
別
に
、「
非
公
式
首
脳
会
議
」
を
設
置
し
て
Ａ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
計
画
の
進
捗
促
進

を
図
り
、
ま
た
有
力
参
加
国
日
本
の
Ｅ
Ｖ
Ｓ
Ｌ
に
対
す
る
反
対
に
は
、
政

治
・
外
交
的
圧
力
を
か
け
て
農
業
・
漁
業
・
玩
具
分
野
の
日
本
の
市
場
開
放

と
譲
歩
を
迫
り
、
か
つ
「
自
主
性
の
原
則
」
と
「
互
恵
平
等
の
イ
コ
ー
ル

パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
協
力
の
原
則
」
を
修
正
し
て
、
交
渉
力
と
拘
束
力
を
も

つ
機
構
へ
の
組
み
替
え
を
主
張
し
、
Ａ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
の
主
導
力
を
掌
握
す
る
こ
と

と
Ａ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
地
域
の
自
由
化
を
性
急
に
進
め
る
態
度
を
示
し
て
い�

  

（　

）　

Ａ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
に
つ
い
て
く
わ
し
く
は
青
木
健
他
、
前
掲
『
日
米
』
、
第
六

２０章
、
青
木
健
他
『
地
域
統
合
の
経
済
学
』
（
勁
草
書
房
、
一
九
九
九
年
）、
第
六

章
、
青
木
健
他
『
検
証　

Ａ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
』（
日
本
評
論
社
、
一
九
九
五
年
）
な
ど
参

照
。

輸
入
制
限
政
策

　

以
上
み
た
よ
う
に
ク
リ
ン
ト
ン
政
権
は
、　

条
手
段
や
Ｗ
Ｔ
Ｏ
国
際
ル
ー

３０１

ル
な
ど
に
よ
っ
て
諸
外
国
に
対
し
最
大
限
の
市
場
開
放
を
強
制
す
る
一
方
で

は
、
自
国
市
場
に
つ
い
て
は
む
し
ろ
輸
入
規
制
を
強
化
し
た
。「
ク
リ
ン
ト

ン
政
権
の
対
日
政
策
は
…
…
日
本
市
場
へ
の
米
国
製
品
の
『
輸
入
自
主
割

当
』
あ
る
い
は
『
輸
入
自
主
拡
大
』
の
要
求
を
強
め
」、
か
つ
市
場
開
放
を
強

制
し
た
が
、
他
方
「
日
本
か
ら
の
輸
入
品
に
対
し
、
数
量
割
当
て
あ
る
い
は

『
輸
出
自
主
規
制
』
を
か
け
つ
づ
け
」、
輸
入
制
限
を
強
化
し
た
（R

.  G
ilpin,  

 
   
       

（　

）
２０

る
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第５０表　アメリカによる対日ダンピング制裁 １）（１９９３～１９９６年）

内　　　容分　　野決定日

ITC、被害ありの仮決定冷蔵庫タイマー１９９３．３．　２

商務省、ダンピングありの最終決定（ダンピング率５２．３７％）感光樹脂３．　９

商務省、ダンピングありの最終決定（ダンピング率２０．３８～４０．１９％）鉄鋼製品６．２２

ITC、被害ありの仮決定カラー印画紙１０．１２

商務省、ダンピングありの仮決定（ダンピング率、日本製が

３６０．９５％、オランダ製が３１２．２％）
〃３．３０

商務省、ダンピングありの最終決定（ダンピング率４７．７１％）鉄鋼線材９４．　２．　３

商務省、ダンピングありの最終決定（ダンピング率３１．０８％）電磁鋼板４．１９

ITC、被害ありの最終決定〃５．１８

商務省、ダンピングありの最終決定（ダンピング率６１．４７％）ステンレス棒鋼１２．２０

ITC、被害ありの最終決定〃９５．　１．３１

ITC、被害ありの仮決定ポリビニールアルコール４．２１

商務省、ダンピングありの仮決定（ダンピング率７７．４９％）〃１０．　３

商務省、ダンピングありの最終決定（ダンピング率１１８．５３％）クラッド鋼板５．　３

ITC、被害ありの最終決定〃６．１８

商務省、ダンピングありの最終決定（ダンピング率４４．２％）油井用鋼管６．　２

ITC、被害ありの最終決定 〃

商務省、ダンピングありの最終決定（ダンピング率６２．６９％）新聞印刷用輪転機９６．　７．１６

ITC、被害ありの仮決定〃８．２１

商務省、ダンピングありの仮決定（ダンピング率２９．５％と６５．８％）アジ化ナトリウム８．１３

商務省、ダンピングありの仮決定（ダンピング率３４．３７％）科学プラント・大型コン

プレッサー
１２．　５

　１）調査が開始されたが、認定されなかった事項は省略した。　

　　　（出所）雄律京輔編、前掲、８７－９３頁より。
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T
he  

C
hallenge  

of  G
lobal  C

apitalism
,

 
2000,

 
    
             
       
         
       

　

古
城
佳
子
『
グ
ロ
ー
バ
ル
資

本
主
義
』、
東
洋
経
済
新
報
社
、
二
〇
〇
一
年
、
二
四
四
頁
）。

　

ア
メ
リ
カ
の
輸
入
規
制
措
置
は
、
反
ダ
ン
ピ
ン
グ
・
相
殺
関
税
・　

条
２０１

（
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
）
お
よ
び
関
税
法　

条
（
知
的
財
産
権
保
護
条
項
）、
バ
イ
・

３３７

ア
メ
リ
カ
ン
法
、
さ
ら
に
対
米
輸
出
自
主
規
制
（
Ｖ
Ｅ
Ｒ
）
な
ど
が
あ
る

（
前
掲
第　

表
参
照
）。
こ
の
う
ち
有
力
な
輸
入
制
限
手
段
で
あ
っ
た
輸
出
自

４３

主
規
制
や
市
場
秩
序
維
持
取
極
め
は
Ｗ
Ｔ
Ｏ
で
明
示
的
に
禁
止
さ
れ
た
か
ら

（
Ｖ
Ｅ
Ｒ
の
新
設
は
不
可
、
既
存
の
Ｖ
Ｅ
Ｒ
は
四
年
以
内
に
撤
廃
）、
ク
リ
ン

ト
ン
政
権
は
主
に
反
ダ
ン
ピ
ン
グ
制
裁
と
相
殺
関
税
措
置
で
輸
入
規
制
を
強

化
し
た
。
ア
メ
リ
カ
で
は
、「
ア
ン
チ
・
ダ
ン
ピ
ン
グ
（
Ａ
Ｄ
）
措
置
は
、
輸

入
制
限
措
置
の
代
表
格
と
な
」
り
、「
（
輸
出
補
助
金
に
対
す
る
）
相
殺
関
税

に
も
重
点
」
が
置
か
れ
た
（
石
黒
一
憲
他
『
提
言
通
商
摩
擦
』、
Ｎ
Ｔ
Ｔ
出

版
、
一
九
九
三
年
、
一
一
七
頁
）
―
Ｗ
Ｔ
Ｏ
や
「
ガ
ッ
ト
の
多
国
主
義
、
最

恵
国
待
遇
の
原
則
の
中
で
、
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
の
制
度
は
非
常
に
使
い
に
く
い

も
の
に
な
っ
て
い
」
た
こ
と
も
そ
の
理
由
で
あ
る
（
同
・
一
一
四
頁
）
―
。

反
ダ
ン
ピ
ン
グ
制
裁
の
発
動
は
、
関
係
業
界
の
提
訴
に
も
と
づ
く
商
務
省
に

よ
る
不
当
廉
売
価
格
の
認
定
と
Ｉ
Ｔ
Ｃ
に
よ
る
被
害
認
定
の
手
続
き
が
必
要

で
あ
る
が
、「
提
訴
さ
れ
て
も
商
務
省
が
否
定
的
な
決
定
を
出
す
こ
と
は
ほ

と
ん
ど
な
く
、
Ｉ
Ｔ
Ｃ
が
否
定
的
な
決
定
を
出
す
こ
と
も
数
少
な
い
」。
Ｗ

Ｔ
Ｏ
の
規
制
を
実
質
的
に
無
視
し
て
、「
提
訴
さ
れ
れ
ば
大
抵
が
肯
定
的
な

決
定
が
出
さ
れ
、
相
殺
関
税
を
課
さ
れ
て
ア
メ
リ
カ
市
場
か
ら
追
放
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
」（
雄
津
京
輔
編
、
前
掲
、
八
五
頁
）
ケ
ー
ス
が
大
部
分
で
あ
っ

た
。

　

こ
う
し
て
「
ク
リ
ン
ト
ン
政
権
に
な
っ
て
か
ら
も
、
再
三
ア
ン
チ
・
ダ
ン

ピ
ン
グ
法
が
日
本
の
製
品
に
対
し
て
適
用
さ
れ
て
い
る
」（
同
、
八
四
頁
）
の

で
あ
り
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
の
反
ダ
ン
ピ
ン
グ
コ
ー
ド
の
網
を
く
ぐ
っ
て
反
ダ
イ
ピ
ン

グ
措
置
は
ア
メ
リ
カ
の
国
内
産
業
保
護
政
策
と
し
て
乱
用
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
（
第　

表
参
照
）。

５０

  小松　聰：アメリカの高圧的対外経済政策の展開

（  ）―　２２５　― （２６�）―　２２５　― （２６�）


